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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

国では、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会の実現に向けて法律の整備が行われています。平成 30 年４月には「障害者総合

支援法」が児童福祉法等とともに改正され、障害者の重度化・高齢化への対応、医療的ケア児

への支援や就労支援サービスの質の向上等の課題に対応するため、サービスの充実や新設等が

行われました。 

 

さらに、国際的な動向としては、平成 27 年９月に「持続可能な開発目標」（Sustainable 

Development Goals、ＳＤＧｓ）が国連サミットで採択され、「誰一人取り残さない」共生社

会の実現に向け、障害者施策の推進に当たっては、ＳＤＧｓ推進の取組を踏まえ、障害者のみ

ならず行政機関等・事業者といった様々な関係者が共生社会の実現という共通の目標の実現に

向け、協力して取組を推進することが求められます。 

 

本市でも、平成 31年には「ともに支えあう 障害のある人にもない人にも やさしいまち」

を理念とする「第３期下妻市障害者計画」を策定し、障害の有無や社会的な背景などに関係な

く、全ての人が社会の一員として包まれ支え合い（インクルージョン）、自立し共に生きる社会

を目指し、施策を展開してきました。 

また、障害福祉サービスや障害児に向けた福祉サービスを展開する「第６期障害福祉計画・

第２期下妻市障害児福祉計画」を令和３年に策定し、障害福祉サービスの提供体制の確保に取

り組んできました。 

   

この度、両計画が共に計画年度終了となることから、さらなる障害者福祉の推進を図るため、

「第４期下妻市障害者計画・第 7 期下妻市障害福祉計画・第３期下妻市障害児福祉計画」（以下、

本計画）を一体的に策定します。 
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２ 計画策定の趣旨 

 本計画は、次の三つの法定計画（策定するよう法令で決められている計画）の性質を持つ計

画です。 

 一つ目は、「障害者基本法」に基づく、障害者に関する施策の方向性等を定める基本的な計画

である「障害者計画」です。二つ目は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（障害者総合支援法）」に基づき、障害福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見

込み量を定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害福祉計画」です。三つ

目は、「児童福祉法」に基づく、障害児福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込み量を

定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害児福祉計画」です。 

本計画は、引き続き、下妻市の施策と、国が定める障害福祉サービスの連携を図っていく必

要があることから、この三つの計画を一体的に策定します。 

障害のあるなしにかかわらず、全ての市民が、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個

人として尊重されることを前提に、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら暮らすことのできるまちを実現していくことが必要です。 

そのため、「ともに支えあう 障害のある人にもない人にも やさしいまち」を計画の理念に掲

げ、実現に向け必要な３つの視点と 7 つの基本目標を設定し、本市における障害福祉施策をし

っかりと進めていきます。 
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３ 計画の基本 

（１）計画の位置づけ 

「市町村障害者計画」は、障害者基本法第１１条第３項の規定に基づき、障害者施策全般に

係る理念や基本的な方針、目標を定める計画です。 

「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」は、障害者総合支援法第８８条及び

児童福祉法第３３条の２０に基づき、障害福祉サービス及び障害児通所支援等の種類ごとに必

要なサービス量の見込みを示す計画です。 

 

■障害者基本法 

第 11 条第３項 

市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村に

おける障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な

計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 
 

■障害者総合支援法 

第 88 条第１項 

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づ

く業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとす

る。 
 

■児童福祉法 

第 33 条の 20第１項 

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その

他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉

計画」という。）を定めるものとする。 

 

■他の計画との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【国】 

○障害者基本法 

○障害者総合支援法 

○児童福祉法 

○第５次障害者基本計画 

【茨城県】 

○障害のある人もない人も共に歩み 

幸せに暮らすための茨城県づくりの条例 

（障害者権利条約） 

○第３期新いばらき障害者プラン 

下妻市総合計画 

下妻市地域福祉計画 

関連計画 

第４期下妻市障害者計画 

第７期下妻市障害福祉計画 

第３期下妻市障害児福祉計画 

【下妻市】 
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（２）計画の対象者 

本計画における「障害者」とは、障害者基本法第２条第１項に定義された、「身体障害、知的

障害、精神障害（発達障害1を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）」

がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限

を受ける状態にあるもの」とし、高次脳機能障害2や難病により生活上の支障がある人も含みま

す。 

また、本計画は、障害のある人・ない人が分け隔てなくともに生きる「共生社会」を目指し

た計画です。従って、計画の当事者はすべての市民です。 

 

（３）計画の期間 

 第４期障害者計画の期間は、令和６年度から令和 11 年度までの６年間です。また、第 7 期

障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間で

す。 

ただし、必要に応じて期間中においても見直しを行う場合があります。 

 

■計画の期間 

  

 
1 発達障害：自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機

能の障害であって、その症状が通常、低年齢において発言するもののうち、言語の障害、協調運動の障害、

心理的発達の障害、行動及び情緒の障害をいう。 
2 高次脳機能障害：事故などによる外傷性脳損傷や脳卒中による脳血管障害などの後遺症として、記憶や感情な

ど、いわゆる「高次」の脳の機能が損なわれる障害のこと。 

平成
30 
年度 

令和

元 

令和

２ 

令和

３ 

令和

４ 

令和

５ 

令和

６ 

令和

７ 

令和

８ 

令和

９ 

令和

10 

令和
11 
年度 

第２期 第３期障害者計画 
第４期障害者計画 

（本計画） 
     

第５期障害福祉計画 

第１期障害児福祉計画 
第６期障害福祉計画 

第２期障害児福祉計画 

第７期障害福祉計画 

第３期障害児福祉計画 

（本計画） 

（次期計画） 

一体的に策定 
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４ 関連する法律の動向 

 障害福祉を取り巻く近年の法律の動向は以下の通りとなります。 

 

年 関連法令等 概 要 

平成

23 年 

○障害者基本法の一部改正 ・目的規定や障害者の定義の見直しなど 

平成

24 年 

○障害者虐待防止法の施行 

 

○障害者自立支援法の一部改正 

○児童福祉法の一部改正 

・障害者の虐待の防止に係る国等の責務、障害者虐

待の早期発見の努力義務を規定 

・相談支援の充実、障害児支援の強化など 

・障害児通所支援や育成医療の市町村への権限移譲 

平成

25 年 

○障害者総合支援法の施行 

 

○障害者雇用促進法の一部改正 

○公職選挙法の一部改正 

○障害者優先調達推進法の施行 

 

○障害者差別解消法の成立 

 

・障害者自立支援法を改称、障害者の範囲に政令で

定める難病の患者を加えるなど 

・法定雇用率の引き上げ 

・成年被後見人が選挙権・被選挙権を有す 

・公的機関の物品やサービスの調達を、障害者就労

施設等から優先的・積極的に購入することを推進 

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本

的な事項や措置等を規定 

平成

26 年 

○障害者の権利に関する条約の批准 

 

○障害者総合支援法の改正 

・「障害者の権利に関する条約」の批准書を国際連

合事務総長に寄託 

・障害支援区分の創設、重度訪問介護の対象の拡

大、グループホームとケアホームの一元化など 

平成

27 年 

○障害者総合支援法の改正 

○難病法の施行 

・障害福祉サービスの対象となる疾病の拡大 

・難病患者に対する医療費助成の法定化、対象疾病

の拡大 

平成

28 年 

○障害者差別解消法の施行 

○障害者雇用促進法の改正 

○発達障害者支援法の改正 

・不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供 

・法定雇用率算定に精神障害者が加わる 

・基本理念、定義、支援体制の見直し等 

平成

30 年 

○障害者総合支援法、児童福祉法の

改正 

 

○障害者文化芸術推進法の施行 

・障害者の望む地域生活の支援、障害児支援のニー

ズの多様化へのきめ細かな対応、サービスの質の

確保・向上に向けた環境整備 

・障害者による文化芸術の鑑賞及び創造の機会の拡

大、文化芸術の作品等の発表の機会の確保、計画

策定が努力義務化（地方公共団体） 

令和 

元年 

○障害者雇用促進法の改正 

 

○読書バリアフリー法の施行 

・障害者活躍推進計画策定の義務化（地方公共団

体） 

・視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画

的に推進 

令和 

３年 

○障害者差別解消法の改正 

 

○医療的ケア児支援法の成立 

・合理的配慮の提供義務の拡大（国や自治体のみか

ら民間事業者も対象に） 

・子どもや家族が住んでいる地域にかかわらず適切

な支援を受けられることを基本理念に位置づけ、

国や自治体に支援の責務を明記 

令和 

６年 

○障害者総合支援法の改正施行 ・グループホームの支援内容の強化 

・基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等の整

備の努力義務化 

・多様な就労ニーズに対応するため「就労選択支

援」を新規創設 
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５ 国の障害者基本計画（第５次） 

 国では令和５年度より、「地域社会における共生等、差別の禁止、国際的協調」を基本原則のもと、

社会情勢の変化を踏まえ、11 の分野を定める障害者基本計画（第５次）を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ 第５次障害者基本計画とは 
【位置づけ】 政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画 

【計画期間】 令和５年度(2023年度)からの５年間 

 

Ⅱ 総論の主な内容 

①基本理念 

共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能

力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障害者の社会参加を制約する社会

的な障壁を除去するため、施策の基本的な方向を定める。 

②基本原則 

地域社会における共生等、差別の禁止、国際的協調 

③社会情勢の変化 

1. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックのレガシー継承 

2. 新型コロナウイルス感染症拡大とその対応 

3. 持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現（ＳＤＧｓの視点） 

④各分野に共通する横断的視点 

1. 条約の理念の尊重及び整合性の確保 

2. 共生社会の実現に資する取組の推進 

3. 当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 

4. 障害特性等に配慮したきめ細かい支援 

5. 障害のある女性、こども及び高齢者に配慮した取組の推進 

6. ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のある取組の推進 

⑤施策の円滑な推進 

1. 連携・協力の確保、理解促進・広報啓発に係る取組等の推進 

Ⅲ 各論の主な内容（11の分野） 
1. 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

2. 安全・安心な生活環境の整備 

3. 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

4. 防災、防犯等の推進 

5. 行政等における配慮の充実 

6. 保健・医療の推進 

7. 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

8. 教育の振興 

9. 雇用・就業、経済的自立の支援 

10. 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

11. 国際社会での協力・連携の推進 
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６ SDGｓの推進について 

本市では「下妻市 SDGs に基づく持続可能なまちづくり推進条例」と「第 6 次下妻市総合計

画後期基本計画」により、SDGs の理念と目標を反映しています。 

本計画は、SDGs の目指す 17 の目標のうち 11の目標（下記）が関連しています。 

基本視点の「インクルージョンの理念に基づく共生社会の実現」を目指し、SDGs の目標達

成にも貢献できるよう計画を推進していきます。 

 

※SDGs（持続可能な開発目標）とは、「Sustainable Development Goals」の略であり、

2015 年 9 月の国連サミットにおいて全会一致で採択された国際社会の共通の目標です。「誰

一人として取り残されない」持続可能で多様性と包括性のある社会の実現に向けて、「2030

年」を年限とする 17のゴールと 169のターゲットから構成されます。 

 

 

 

 

【本計画に関連する SDGs の目標】 
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第２章 障害者福祉を取り巻く現状と課題 

１ 人口・世帯の状況 

（１）年齢３区分別人口の推移 

 本市の総人口は減少傾向にあり、令和５年度では 41,055 人となっています。 

 
資料：茨城県常住人口（各年１月１日時点） 

（２）年齢３区分別人口構成比の推移 

 年齢３区分別人口構成比の推移をみると、65歳以上の割合が増加傾向にあります。 

 

   資料：茨城県常住人口（各年１月１日時点）  

5,249 5,073 4,997 4,836 4,670 

25,226 24,834 24,644 24,251 24,098 

11,766 11,938 12,090 12,252 12,287 

42,241 41,845 41,731 41,339 41,055 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上

12.4 12.1 12.0 11.7 11.4 

59.7 59.3 59.1 58.7 58.7 

27.9 28.6 28.9 29.6 29.9 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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２ 障害者の状況 

（１）身体障害者手帳所持者数の推移 

【年代別】 

 身体障害者手帳所持者数の年代別推移をみると、平成 30年度から令和４年度にかけて、いず

れも「65 歳以上」が最も多く、令和４年度では 891 人となっています。平成 30 年度と比較

して、「18～64 歳」と「65 歳以上」が減少し、「18 歳未満」が増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度末時点） 

【等級別】 

 身体障害者手帳所持者数の等級別推移をみると、平成 30 年度から令和４年度にかけて、い

ずれも「１級」が最も多く、令和 4年度では 480 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度末時点）  

23 19 20 23 22 
385 357 349 344 329 

896 916 916 912 891 

1,304 1,292 1,285 1,279 1,242 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（人）

18歳未満 18～64歳 65歳以上

462 471 480 476 480 

217 196 181 189 175 

211 212 212 196 196 

282 279 282 288 264 

58 55 53 50 46 

74 79 77 80 81 

1,304 1,292 1,285 1,279 1,242 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（人）

1級 2級 3級 4級 5級 6級
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【障害種類別】 

 身体障害者手帳所持者数の障害種類別推移をみると、平成 30年度から令和４年度にかけて、

いずれも「肢体不自由」が最も多く、令和 4 年度では 565 人となっています。平成 30年度と

比較して、「肢体不自由」が減少し、「内部障害」が増加傾向にあります。  

 

資料：福祉課（各年度末時点） 

（２）療育手帳所持者数の推移 

【年代別】 

 療育手帳所持者数の年代別推移をみると、平成 30 年度から令和４年度にかけて、「18 歳未

満」と「18歳以上」でいずれも増加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度末時点） 

  

63 55 56 61 56 111 103 113 116 118 
12 10 10 6 6 

663 664 616 600 565 

455 460 490 496 497 

1,304 1,292 1,285 1,279 1,242 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（人）

視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声・言語障害 肢体不自由 内部障害

96 95 96 91 98 

309 306 312 326 331 

405 401 408 417 429 

0

100

200

300

400

500

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（人）

18歳未満 18歳以上
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【判定別】 

 療育手帳所持者数の判定別推移をみると、平成 30 年度から令和４年度にかけて、いずれも

「B」が最も多く、令和 4 年度では 124 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度末時点） 

（３）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

【年代別】 

 精神障害者保健福祉手帳所持者数の年代別推移をみると、平成 30 年度から令和４年度にか

けて、「18 歳～64歳」、「65 歳以上」で増加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度末時点）  

81 82 81 88 91 

107 101 102 96 97 

116 116 119 126 124 

101 102 106 107 117 

405 401 408 417 429 

0

100

200

300

400

500

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（人）

Ⓐ A B C

4 4 3 4 3 

202 208 215 223 251 

25 33 32 40 
44 

231 
245 250 

267 
298 

0

100

200

300

400

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（人）

18歳未満 18～64歳 65歳以上
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【等級別】 

 精神障害者保健福祉手帳所持者数の等級別推移をみると、平成 30 年度から令和４年度にか

けて、「１級」と「２級」、「３級」でいずれも増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度末時点） 

 

  

15 25 29 30 27 

149 148 154 166 191 

67 72 67 
71 

80 231 
245 250 

267 
298 

0

100

200

300

400

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（人）

1級 2級 3級
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（４）障害児の状況 

【特別支援学級 在籍者数】 

 特別支援学級の在籍者数をみると、小学校・中学校ともに増加傾向にあり、令和４年度では

小学校で 181人、中学校で 89人となっています。 

  
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

小学校 122  124  135  136  155  181  

中学校 58  77  75  75  82  89  

合計 180  201  210  211  237  270  

 

 

【下妻特別支援学校・結城特別支援学校 在籍者数】 

下妻特別支援学校・結城特別支援学校の在籍者数をみると、令和４年で小学部が 22 人、中

学部が 18 人、高等部が 24 人となっています。 

  
平成 

29 年度 
30 年度 

令和 

元年度 
２年度 ３年度 ４年度 

小学部 15 21 20 25  21  22  

中学部 16 13 14 13  19  18  

高等部 22 30 33 34  25  23  

合計 53 64 67 72  65  63  

 

 

【下妻特別支援学校・結城特別支援学校 卒業生の進路】 

 下妻特別支援学校・結城特別支援学校を卒業した人の進路についてみると、令和４年で最も

多い進学先は「施設通所等」が６人、次いで「就労」が３人となっています。 

  
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

進学 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

就労 ３ ３ １ ４ ６ ３ 

施設入所等 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

施設通所等 ５ ５ ６ ５ ６ ６ 

在宅 ０ ０ ０ ２ ０ ０ 

その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合計 ８ ８ ７ 11 12 ９ 
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３ アンケート調査の結果 

計画の策定に向け、障害者の暮らしの状況やサービスの利用状況及び意向、障害者福祉に対

する意見・要望等を把握し、計画策定の基礎資料を得るために実施しました。 

 

（１）アンケートの実施概要 

■障害者手帳所持者アンケート 

対象地域 下妻市全域 

調査対象 
下妻市在住の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいず

れかを所持している方 

対象者数 1,000 人 

調査方法 郵送による配付・回収 

調査日程 令和５年９月 28日～10 月 12日 

回収結果 有効回収数：558件 回収率：55.8％ 

 

■市民アンケート 

対象地域 下妻市全域 

調査対象 下妻市在住の 18歳以上の市民 

対象者数 1,000 人 

調査方法 郵送による配付・回収 

調査日程 令和５年９月 28日～10 月 12日 

回収結果 有効回収数：465件 回収率：46.5％ 
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（２）主な調査結果 

①障害者手帳所持者アンケート 

 

Ｑ 基本属性（障害者手帳別） 

 

Ｑ 基本属性（年齢別） 

 

【身体障害者手帳】    【療育手帳】      【精神障害者保健福祉手帳】 

 

  

60.4 

21.9 

18.8 

3.4 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80%

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

手帳は持っていない

無回答

n=226

2.7 

3.6 

3.9 

5.9 

16.3 

33.5 

31.5 

2.7 

0% 20% 40%

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

n=337

7.5 

9.7 

8.4 

10.6 

14.3 

24.6 

21.5 

3.4 

0% 10% 20% 30%

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

n=122

1.9 

15.2 

14.3 

14.3 

23.8 

19.0 

6.7 

4.8 

0% 10% 20% 30%

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

n=105
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Ｑ あなたは、日常生活で、次のことをどのようにしていますか。（単数回答） 

 日常生活において「一人でできる」ことについては、「①食事をとる」が 84.4％と最も多く、

次いで「家の中の移動」が 82.3％、「トイレ」が 79.9％となっています。反対に『介助が必要』

なことについては、「外出」が 36.9％と最も多く、次いで「そうじ・洗濯」が 36.7％、「食事

を準備する」が 35.5％となっています。 

 

 

 

 

  

84.4 

57.9 

79.9 

71.5 

77.8 

56.8 

82.3 

57.7 

65.8 

60.0 

66.3 

7.3 

18.3 

8.8 

15.1 

10.6 

17.0 

7.5 

21.5 

18.1 

14.7 

11.3 

3.4 

17.2 

6.5 

8.4 

6.5 

19.7 

5.4 

15.4 

8.4 

19.2 

17.2 

4.8 

6.6 

4.8 

5.0 

5.2 

6.5 

4.8 

5.4 

7.7 

6.1 

5.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 食事をとる

② 食事を準備する

③ トイレ

④ 入浴

⑤ 衣服の着脱

⑥ そうじ・洗濯

⑦ 家の中の移動

⑧ 外出

⑨ 家族以外の

人との意思疎通

⑩ お金の管理

⑪ 薬の管理

n=558

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答
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Ｑ あなたを介助（手助け）してくれる方はどなたですか。（複数回答） 

 「父母、祖父母、兄弟姉妹」が 42.3％と最も多く、次いで「配偶者（夫または妻）」が

29.0％、「ホームヘルパーや施設の職員」が 18.3％となっています。 

 

 

Ｑ あなたを介助（手助け）してくれる方が介助できなくなった時、どうしますか。（複数

回答） 

 「同居しているほかの家族に介助を頼む」が 39.4％と最も多く、次いで「ホームヘルパーな

どに介助を頼む」が 23.0％、「別居している家族や親族に介助を頼む」が 20.4％となっていま

す。 

 
  

42.3 

29.0 

11.0 

4.0 

18.3 

2.3 

14.3 

0% 20% 40% 60%

父母、祖父母、兄弟姉妹

配偶者（夫または妻）

子ども

その他親族（叔父、叔母など）

ホームヘルパーや施設の職員

その他の人（ボランティアなど）

無回答

n=300

39.4 

20.4 

1.3 

23.0 

19.0 

8.8 

7.5 

15.9 

4.0 

0% 20% 40% 60%

同居しているほかの家族に介助を頼む

別居している家族や親族に介助を頼む

近所の人や友人・知人に介助を頼む

ホームヘルパーなどに介助を頼む

短期入所を利用する

病院に入院する

その他

介助のあてがなく困っている

無回答

n=226
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Ｑ あなたは、現在どのように暮らしていますか。（単数回答） 

 「家族と暮らしている」が 75.1％と最も多く、次いで「一人で暮らしている」が 10.8％、

「福祉施設（障害者支援施設、高齢者施設）で暮らしている」が 2.9％となっています。 

 
 

Ｑ あなたは今後３年以内にどのような暮らしをしたいと思いますか。（単数回答） 

 「今のまま生活したい」が 67.9％と最も多く、次いで「家族と一緒に生活したい」が

15.8％、「一般の住宅で一人暮らしをしたい」が 2.5％となっています。 

 

 
 

Ｑ あなたは、どのような目的で外出することが多いですか。（複数回答）※上位５項目 

 「買い物に行く」が 67.4％と最も多く、次いで「医療機関への受診」が 54.8％、「通勤、通

学、通所」が 34.9％となっています。 

 

10.8 

75.1 

2.3 

2.9 

2.2 

0.7 

6.1 

0% 20% 40% 60% 80%

一人で暮らしている

家族と暮らしている

グループホームで暮らしている

福祉施設（障害者支援施設、高齢者施設）

で暮らしている

病院に入院している（１年以上の長期入院）

その他

無回答

n=558

67.9 2.3 15.8 

2.5 2.2 

9.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=558

今のまま生活したい グループホームなどを利用したい

家族と一緒に生活したい 一般の住宅で一人暮らしをしたい

その他 無回答

67.4 

54.8 

34.9 

28.7 

20.6 

0% 20% 40% 60% 80%

買い物に行く

医療機関への受診

通勤、通学、通所

外食する

散歩に行く

n=558
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Ｑ あなたは、会社勤めや、自営業、家業などで収入を得る仕事をしていますか。（単数回

答） 

 「いいえ」が 59.9％と、「はい」の 30.5％を上回っています。 

 

 

Ｑ どのような勤務形態で働いていますか。（単数回答） 

 「パート・アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員で働いている」が 38.2％と最も多く、次

いで「正職員で働き、他の職員と勤務条件などに違いがない」が 28.2％、「自営業、農業など

で働いている」で 14.1％となっています。 

 

 

Ｑ あなたは、障害者が収入を得る仕事をするために、どのようなことが必要だと思います

か。（複数回答）※上位５項目 

 「職場の上司や同僚に障害への理解があること」が 47.7％と最も多く、次いで「通勤手段が

あること」が 37.8％、「短時間の勤務や勤務日数を減らすなどの配慮が受けられること」が

36.0％となっています。 

 

  

30.5 59.9 9.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=558

はい いいえ 無回答

28.2 5.3 38.2 14.1 10.6 3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=170

正職員で働き、他の職員と勤務条件などに違いがない
正職員で働き、短時間勤務などの配慮がある
パート・アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員で働いている
自営業、農業などで働いている
その他
無回答

47.7 

37.8 

36.0 

33.5 

24.9 

0% 20% 40% 60%

職場の上司や同僚に

障害への理解があること

通勤手段があること

短時間の勤務や勤務日数を減らすなどの

配慮が受けられること

自宅でも仕事ができること

就労後のフォローなど職場と支援機関の

連携が図られていること

n=558
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Ｑ 障害福祉サービスの利用状況と今後の利用意向について（単数回答） 

 現在の利用の有無については、【障害者総合支援法に基づくサービス】では「計画相談支援」

の割合が最も多く、【児童支援法に基づくサービス】では「放課後等デイサービス」の割合が最

も多くなっています。 

 また、今後３年間の希望については、【障害者総合支援法に基づくサービス】ではいずれのサ

ービスでも、現在利用している割合を上回っています。 

  

3.9 

1.8 

0.4 

0.9 

0.5 

5.0 

4.8 

5.6 

10.0 

1.8 

1.3 

3.6 

2.0 

13.8 

1.4 

0.4 

0.5 

3.6 

3.8 

1.6 

1.4 

5.0 

37.5 

2.5 

7.5 

50.0 

2.5 

2.5 

0.0 

47.5 

7.3 

5.4 

2.7 

5.9 

3.9 

7.5 

9.5 

6.3 

11.1 

8.4 

4.5 

9.3 

6.3 

14.3 

3.9 

7.7 

5.9 

6.6 

8.2 

6.3 

4.1 

9.0 

12.5 

2.5 

5.0 

37.5 

12.5 

15.0 

7.5 

30.0 

0% 20% 40% 60%

【障害者総合⽀援法に基づくサービス】

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型＝雇用型・Ｂ型＝非雇用型）

就労定着支援

療養介護

短期入所（ショートステイ）

施設入所支援

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

自立生活援助

共同生活援助（グループホーム）

日常生活用具給付等事業

移動支援

訪問入浴サービス

日中一時支援

【児童福祉法に基づくサービス】

児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

障害児相談支援

n=558

現在 今後３年間の希望
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Ｑ 学校のことで困っていることはありますか。（複数回答） 

 「特に困っていることはない」が 40.0％と最も多く、次いで「コミュニケーションがとりに

くい」が 32.5％、「先生の障害に関する知識や経験、理解が十分でない」が 20.0％となってい

ます。 

 

 

Ｑ 中学・高校などの卒業後の進路はどのようにお考えですか。（複数回答） 

 「わからない」が 37.5％と最も多く、次いで「福祉施設や作業所に行きたい」が 35.0％、

「一般の会社やお店などで働きたい」が 27.5％となっています。 

 

 

  

12.5 

10.0 

32.5 

5.0 

5.0 

20.0 

2.5 

2.5 

40.0 

2.5 

0% 20% 40% 60%

通学手段の確保が難しい

介助者が得にくい

コミュニケーションがとりにくい

建物や設備が障害に配慮されていない

障害の状況や特性に応じた

教育・指導・相談等をしてもらえない

先生の障害に関する知識や

経験、理解が十分でない

医療的ケアが十分に受けられない

その他

特に困っていることはない

無回答

n=40

17.5 

12.5 

35.0 

27.5 

0.0 

5.0 

37.5 

2.5 

0% 20% 40% 60%

さらに上の学校などで勉強を続けたい

職業などの訓練校に行きたい

福祉施設や作業所に行きたい

一般の会社やお店などで働きたい

家の仕事を手伝いたい

その他

わからない

無回答

n=40
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Ｑ 将来、働くことについてどのようにお考えですか。（複数回答） 

 「障害に配慮された職場環境で働きたい」が 55.0％と最も多く、次いで「わからない、まだ

考えたことがない」が 30.0％、「一般の職場ではなく福祉施設や作業所で生産活動をしたい」

が 27.5％となっています。 

 

 

Ｑ あなたは、あなたについての悩みや困ったことを、どなたに相談しますか。（複数回

答）※上位５項目 

 「家族や親戚」が 67.7％と最も多く、次いで「友人・知人」が 26.5％、「かかりつけの医師

や看護師、理学療法士」が 22.6％となっています。 

 

  

20.0 

55.0 

27.5 

0.0 

0.0 

0.0 

30.0 

2.5 

0% 20% 40% 60%

障害のない人と一緒に

一般の職場で働きたい

障害に配慮された職場環境で働きたい

一般の職場ではなく福祉施設や

作業所で生産活動をしたい

障害や病気などで働くことができない

働きたくない、働くつもりはない

その他

わからない、まだ考えたことがない

無回答

n=40

67.7 

26.5 

22.6 

11.1 

9.0 

0% 20% 40% 60% 80%

家族や親戚

友人、知人

かかりつけの医師や看護師、理学療法士

福祉施設や作業所の職員など

福祉課や健康づくり課などの市役所の窓口

n=558
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②市民アンケート 

Ｑ あなたは、「障害者福祉」に関心をお持ちですか。（複数回答） 

 「社会的な問題として関心がある」が 54.6％と最も多く、次いで「自分自身の身近な問題と

して関心がある」が 37.8％、「関心がない」が 14.6％となっています。 

 

 

Ｑ これまでに、障害のある人の手助けをしたことがありますか。（単数回答） 

 「ある」が 51.2％と、「ない」の 47.5％を上回っています。 

 

 

Ｑ あなたは、障害のある人への理解が進んできたと思いますか。（単数回答） 

 「そう思う」と「ある程度そう思う」を合わせた『思う』が 49.7％と、「あまり思わない」

と「まったく思わない」を合わせた『思わない』の 22.8％を上回っています。 

 

  

37.8 

54.6 

14.6 

1.1 

0% 20% 40% 60%

自分自身の身近な問題として関心がある

社会的な問題として関心がある

関心がない

無回答

n=465

51.2 47.5 1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=465

ある ない 無回答

14.2 35.5 20.6 

2.2 

24.7 2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=465

そう思う ある程度そう思う あまり思わない

まったく思わない わからない 無回答
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Ｑ 障害のある人への理解を深め、差別や偏見などをなくすために必要だと思うことはあり

ますか。（複数回答）※上位５項目 

「学校における福祉教育の充実」が 57.4％と最も多く、次いで「障害のある人とない人の交

流の場の確保」が 40.4％、「障害のある人の積極的な社会参加」が 31.6％となっています。 

 

 

 

Ｑ 障害のある人の就労場所を増やすために取り組むべきことはありますか。（複数回答）

※上位５項目 

 「障害のある人に対する市民や企業の理解」が 66.7％と最も多く、次いで「ハローワークや

企業と福祉などが連携した就労支援の充実」が 47.1％、「一般企業で働くことが困難な人など

のための就労継続支援事業所の確保」が 44.1％となっています。 

 

 

 

  

57.4 

40.4 

31.6 

28.4 

23.4 

0% 20% 40% 60% 80%

学校における福祉教育の充実

障害のある人とない人の交流の場の確保

障害のある人の積極的な社会参加

障害特性や障害のある人への理解を

深めるための啓発・広報活動の充実

福祉施設の地域への開放や、

地域住民との交流

n=465

66.7 

47.1 

44.1 

39.1 

36.6 

0% 20% 40% 60% 80%

障害のある人に対する市民や企業の理解

ハローワークや企業と福祉などが

連携した就労支援の充実

一般企業で働くことが困難な人などの

ための就労継続支援事業所の確保

障害のある人が就労する

企業や事業所への支援

自宅でできる仕事

n=465
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４ 団体ヒアリング調査の結果 

（１）団体ヒアリングの実施概要 

団体の活動や活動上の課題、下妻市が実施している福祉サービス等に関するご意見を伺うた

め、障害者関係団体に対して、団体の活動や活動上の課題、下妻市が実施している福祉サービ

ス等に関するご意見を伺うヒアリング調査を実施しました。 

調査の概要といただいた主なご意見は次のとおりです。 

調査対象団体 

市内当事者団体・家族会：４団体 

①下妻市身体障害者福祉協会 

②下妻市聴覚障害者協会 

 

③下妻市心身障害児者父母の会 

④下妻地方家族会 

調査期間 令和５年 12月１日～12 月 11日 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

 

■主なご意見 

活動における課

題 

・会員の高齢化や減少が続き、今後どう増加させていくかが課題。 

・外出したいが足がない。 

・役員会、講演会、災害に対する学習会の開催について。 

他団体との連携

について 

・会員の高齢化と、体調不良の方が多い為、なかなか集まる機会が少なく

なりました。 

・議員との意見交換がしたい。 

・下妻市では通訳者がいないので、必要かどうか相談し提案要望したい。 

・日頃から相談、協力などコミュニケーションを図っていく必要がありま

す。 

就労（福祉的就

労・一般就労）

について 

・働く職場も限られており、労働条件（給料）なども恵まれてなく改善す

る必要があると思う。 

・経営者に対する指導・アドバイスなどが大切だと思う。 

地域移行につい

て 

・特に重度障害（児）者の地域移行のイメージがわきません。１人で生活

することは難しく、施設に入所しています。地域の中で生活できること

は良いことですが、予算や人材が必要かと思われます。 

文化芸術、スポ

ーツ、社会活動

等について 

・うたごえ、コンサート、クロッケー等を実施しているが、いずれにして

も外出支援や言葉かけが重要だと思います。 

・参加することは大事なことです。特に地域の中でのふれあいに繋がりま

す。予算をどうつけていくかが問われると思います。 

災害時の備えに

ついて 
・対応が遅れることのないよう、連絡体制なども必要かと思います。 

障害（児）者に

とって暮らしや

すいまちになる

ためには 

・訓練やリハビリの充実については、本人はもちろん、そのための場所の

提供や提案が必要。 

・市の情報など、情報のバリアフリー化。 

・手話を広めてほしい。  

その他 

・参加したくても出来ない障害者はいっぱいおります。団体の平均年齢が

70 代になってしまい、不安もあるが、障害者でも出来ることを一つで

も生かしながら、この素敵な下妻で頑張っていきたいと思います。 

・弱者を大切にする姿勢が重要で、そこから健常者に対しても同じ様に大

切にする社会が築かれるのではないでしょうか。 
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（２）事業所ヒアリングの実施概要 

下妻市内の障害福祉サービス事業所を対象に、現状・課題、今後に向けた方向性などについ

てアンケート調査を実施しました。調査の概要といただいた主なご意見は次のとおりです。 

調査対象団体 市内でサービスを提供されている事業所：24事業所 

調査期間 令和５年 12月１日～12 月 11日 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

 

■主なご意見 

不足していると

思われるサービ

スや支援 

・児童発達支援センターや障害児通所施設など、出生時や健診などで障害

があるとわかった児童が、専門職員による訓練や療育を受けられる施設

が市内にない。 

・障害者の交通手段。 

・相談支援事業・児童発達支援事業所。特に児童は選択できる範囲がすご

く狭い。 

・重度利用の方に対する夜間支援。 

・傾聴ボランティア、シルバー支援。 

・就労系サービス。 

障害（児）者に

とって暮らしや

すいまちになる

ために必要なこ

と 

・その方に合った働き方を支援し労働につなげる。また、相談できる環境

を作る。 

・自治区長等に対し、権利擁護や虐待防止の啓蒙活動。 

・小中学校での啓蒙教育の推進や思いやりの心の教育。 

・保護者の方は親亡き後にどう本人が生活するのかなどの心配が多いと思

います。 

・本庁舎以外の公共建築（特に千代川庁舎）のバリアフリーや、歩道と歩

道の段差解消（市内に数か所有）。 

・就労支援の拡大、制限の幅を広げる。 

・情報弱者が出ない取り組み。 

・本人にあった利用場（居場所）の提供。 

・障害者の方が参加できる市主催のイベント拡大。 

・医療、学校、福祉、行政の連携が必要。 

・地域コミュニティとの交流の場がもっと多い方が良い。 

・社会体験の場があると良い。 

障害（児）者の

地域移行を進め

る上で重要なこ

と 

・一般市民の障害者に対する差別、偏見等を取り除くための PR。 

・生活の場がある事、相談しやすい事、選択肢がある事が大切。 

・移動支援を気軽に使えるとよい。 

・自立訓練等の充実を図ることが必要と思われます。 

・地域との交流 障害（児）者や事業所について知ってもらう機会。 

・生活の場の確保。 

「行政」「関係機

関」「団体・事業

所」「市民」など

が連携を深めて

いくために必要

なこと 

・情報交換できる機会があれば良いと思う。 

・日常的に関わりが必要。まずは挨拶的な事から。 

・顔を合わせて、気軽に情報共有や相談ができる環境が望ましい。 

・行政、関係機関、団体・事業所市民に対して、各障害者福祉団体が情報

提供を行う。 

・普段から気軽に情報交換ができる関係の構築。関係ができていれば障害

（児）者のニーズの解決に向けての選択肢が広がる可能性が高まる。 

・研修会、勉強会で支援の質の向上、顔を合わす機会が増えることで連携

が取りやすくなると思います。 
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５ 福祉サービス利用状況 

（１）障害福祉サービス 

■相談支援 

  単

位 
  令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

相談支援事業 事業所数 
カ

所 

計画値 ４ ４ ４ 

実績値 ３ ４ ４ 

計画相談支援 利用者数 人 
計画値 310 319 329 

実績値 292 302 309 

地域移行支援 利用者数 人 
計画値 １ １ １ 

実績値 0  0  0  

地域定着支援 利用者数 人 
計画値 １ １ １ 

実績値 0  0  0  

 

■訪問系サービス 

  単

位 
  令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

居宅介護 

延利用 

時間 

時

間 

計画値 256 266 276 

実績値 288 383  371  

利用者数 人 
計画値 26 27 28 

実績値 23  27 26 

重度訪問介護 

延利用 

時間 

時

間 

計画値 714 892 1,070 

実績値 538 589  672  

利用者数 人 
計画値 ４ ５ ６ 

実績値 ４ ３ ３ 

同行援護 

延利用 

時間 

時

間 

計画値 ２ ２ ２ 

実績値 ０ ０ ０ 

利用者数 人 
計画値 １ １ １ 

実績値 ０ ０ ０ 

行動援護 

延利用 

時間 

時

間 

計画値 ２ ２ ２ 

実績値 ０  ０  ０  

利用者数 人 
計画値 １ １ １ 

実績値 ０  ０  ０  

重度障害者等包括支援 

延利用 

時間 

時

間 

計画値 ０ ０ ０ 

実績値 ０ ０ ０ 

利用者数 人 
計画値 ０ ０ ０ 

実績値 ０ ０ ０ 
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■日中活動系サービス（日常的支援・自立訓練） 

  単

位 
  令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

生活介護 

延利用 

人数 

人

日 

計画値 2,176 2,195 2,214 

実績値 2,178  2,218  2,272  

利用者数 人 
計画値 115 116 117 

実績値 108 113 120 

療養介護 利用者数 人 
計画値 ７ ７ ７ 

実績値 ７ 7  8 

短期入所（福祉型） 

延利用 

人数 

人

日 

計画値 80 91 95 

実績値 26 54 76 

利用者数 人 
計画値 3 3 3 

実績値 5 7 10 

短期入所（医療型） 

延利用 

人数 

人

日 

計画値 13 13 13 

実績値 3 2 2 

利用者数 人 
計画値 １ １ １ 

実績値 1 1 4 

自立訓練 

（機能訓練） 

延利用 

人数 

人

日 

計画値 20 30 40 

実績値 12 9 3 

利用者数 人 
計画値 ２ ３ ４ 

実績値 ２ ２ １ 

自立訓練 

（生活訓練） 

延利用 

人数 

人

日 

計画値 70 70 70 

実績値 85 111 92 

利用者数 人 
計画値 ４ ４ ４ 

実績値 ５ ６ ６ 

 

■日中活動系サービス（就労支援） 

  単

位 
  令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

就労移行支援 

延利用 

人数 

人

日 

計画値 170 227 295 

実績値 247 130 168 

利用者数 人 
計画値 15 20 26 

実績値 14 8 9 

就労継続支援（A 型） 

延利用 

人数 

人

日 

計画値 236 261 298 

実績値 290 409 324 

利用者数 人 
計画値 19 21 24 

実績値 16 23 18 

就労継続支援（B 型） 

延利用 

人数 

人

日 

計画値 1,788 1,820 1,869 

実績値 1,858 1,945 2,083 

利用者数 人 
計画値 110 112 115 

実績値 103 109 115 

就労定着支援 利用者数 人 
計画値 １ １ １ 

実績値 １ 0 1 
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■居住系サービス 

  単

位 
  令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

施設入所支援 利用者数 人 
計画値 55 55 55 

実績値 54 54 53 

共同生活援助 利用者数 人 
計画値 73 77 80 

実績値 69 73 87 

自立生活援助 利用者数 人 
計画値 ０ ０ １ 

実績値 ０ ０ ０ 

 

■地域生活支援事業 

  単

位 
  令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

理解促進研修・啓発事

業 
実績有無 

有

無 

計画値 有 有 有 

実績値 有 無 有 

自発的活動支援事業 実績有無 
有

無 

計画値 有 有 有 

実績値 有 有 有 

障害者相談支援事業 

（基幹相談支援センタ

ー） 

事業所数 
カ

所 

計画値 ４ ４ ４ 

実績値 １ １ １ 

実績有無 
有

無 

計画値 有 有 有 

実績値 有 有 有 

相談支援機能強化事業 実績有無 
有

無 

計画値 有 有 有 

実績値 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実績有無 
有

無 

計画値 無 無 有 

実績値 無 無 無 

成年後見制度利用支援

事業 
利用者数 人 

計画値 １ １ １ 

実績値 ０ ０ ３ 

成年後見制度法人後見

支援事業 
実績有無 

有

無 

計画値 無 無 有 

実績値 無 無 有 

手話通訳者・要約筆記

者派遣事業 
利用件数 件 

計画値 10 15 20 

実績値 25 23 18 

手話通訳者設置事業 設置者数 
カ

所 

計画値 ０ ０ ０ 

実績値 ０ ０ ０ 

介護・訓練支援用具 利用件数 件 
計画値 ４ ４ ４ 

実績値 ３ ４ ０ 

自立生活支援用具 利用件数 件 
計画値 ５ ５ ５ 

実績値 ７ １ ６ 

在宅療養等支援用具 利用件数 件 
計画値 ２ ２ ２ 

実績値 ２ ４ ３ 

情報・意思疎通支援用

具 
利用件数 件 

計画値 ２ ２ ２ 

実績値 ２ ２ ０ 

排泄管理支援用具 利用件数 件 
計画値 860 880 900 

実績値 950 866 1,167 

住宅改修費 利用件数 件 
計画値 ２ ２ ２ 

実績値 ０ ０ ０ 
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  単

位 
  令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

手話奉仕員養成研修事

業 
研修修了者 人 

計画値 10 10 10 

実績値 ８ ４ ０ 

移動支援事業（個別支

援事業） 

利用者数 人 
計画値 10 11 12 

実績値 17 13 ６ 

延利用時間 
時

間 

計画値 270 297 324 

実績値 233 248 375 

地域活動支援センター

機能強化事業 
実績有無 

有

無 

計画値 有 有 有 

実績値 有 有 有 

日中一時支援 利用者数 人 
計画値 55 58 61 

実績値 49 31 37 

訪問入浴サービス 利用者数 人 
計画値 ５ ６ ７ 

実績値 ５ ５ ５ 

自動車運転免許取得・

改造費補助事業 
利用者数 人 

計画値 ３ ３ ３ 

実績値 １ ０ ０ 

障害者虐待防止対策支

援事業 
実績有無 

有

無 

計画値 有 有 有 

実績値 有 有 有 

更生医療 利用者数 人 
計画値 ８ ８ ８ 

実績値 ８ ９ ５ 

育成医療 利用者数 人 
計画値 ３ ３ ３ 

実績値 ６ １ ０ 

精神通院医療 利用者数 人 
計画値 560 570 580 

実績値 580 591 615 

補装具費 利用者数 人 
計画値 89 92 95 

実績値 79 71 54 
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（２）障害児福祉サービス 

■障害児相談支援 

  単

位 
  令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

相談支援事業 利用者数 人 
計画値 70 73 76 

実績値 79 104 105 

 

■障害児通所支援 

  単

位 
  令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

児童発達支援 

延利用者数 
人

日 

計画値 81 81 81 

実績値 124  173 211 

利用者数 人 
計画値 10 10 10 

実績値 17  27  23  

放課後等デイサービス 

延利用者数 
人

日 

計画値 855 898 927 

実績値 914  1,091 1,301  

利用者数 人 
計画値 60 63 66 

実績値 62  77  82  

保育所等訪問支援 

延利用者数 
人

日 

計画値 １ ２ ３ 

実績値 1  2  1  

利用者数 人 
計画値 １ ２ ３ 

実績値 1  2 1  

医療型児童発達支援 

延利用者数 
人

日 

計画値 0  0  0  

実績値 0  0  0  

利用者数 人 
計画値 0  0  0  

実績値 0  0  0  

居宅訪問型児童発達支

援 

延利用者数 
人

日 

計画値 0  0  0  

実績値 0  0  0  

利用者数 人 
計画値 0  0  0  

実績値 0  0  0  

 

■その他の事業 

  単

位 
  令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

小児慢性特定疾患児日

常生活用具給付事業 
利用件数 件 

計画値 １ １ １ 

実績値 １ １ １ 

軽度・中等度難聴児補

聴器購入支援事業 
利用件数 件 

計画値 １ １ １ 

実績値 １ １ １ 
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６ 障害者を取り巻く現状と課題 

（１）地域における共生社会の促進 

障害者が住み慣れた地域で安心して地域生活をおくるためには、周囲の障害に対する理解を

促進することが重要です。 

アンケートによると、障害への理解はある程度進んでいるという結果の一方で、依然として

理解不足による差別や偏見を感じています。また、ヒアリングでは「社会体験の場があると良

い、地域との交流の場が多い方がいい、障害（児）者や事業所についてもっと知ってもらう機

会が重要、活動に参加するための環境（移動支援、声掛け等）が必要」等といった意見があり

ました。 

障害のある人もない人も、一人ひとりが社会の一員として地域で暮らしていくために、地域

で交流する機会の創出に取り組むとともに、障害に対する理解を促進するための取り組みを推

進していくことが必要です。 

 

（２）ユニバーサルデザインの推進 

 障害の有無や程度、年齢等に関係なく、すべての人が暮らしやすい環境を整備するために、

ユニバーサルデザインの考え方普及させていくことが重要です。 

ヒアリングでは、「外出したいが足がない、公共施設のバリアフリー化、情報弱者がでない取

り組みが必要」といった意見がありました。 

障害者の安全や公平性の確保、また障害者の社会参加を推進するためにも、公共施設のバリ

アフリー化や移動手段の確保、情報アクセシビリティの向上等、ユニバーサルデザインの考え

方に基づいたまちづくりを推進する必要があります。 

 

（３）障害者の就労に向けた支援 

障害者が地域で経済的に自立した生活を送るためには、障害のある人が安心して働き、一人

で暮らす能力を身に付けることができる環境の整備が重要です。 

アンケートでは、障害者が仕事をするために必要だと思うことについては「職場の上司や同

僚に障害への理解があること」が最も多いほか、障害児の方が将来働くことについてどのよう

に考えているかについては、「障害に配慮された職場環境で働きたい」が最も多くあげられてい

ます。また、ヒアリングでは障害者を取り巻く環境として、「働く場所が限られている、労働条

件（給料）が少ない、就労支援を拡大するべき」等といった意見がありました。 



33 

 

今後は、企業への障害者雇用の促進を図るとともに、就労移行支援や就労定着支援サービス

を利用することにより、雇用の促進と就労定着に取り組んでいくことが重要です。 

  

（４）障害児に向けた支援の推進 

生涯を通じて、障害者が住み慣れた地域で、自分らしい生活を送るためには、乳幼児期から

高齢期に至るまでの支援体制の整備が必要であり、特に乳幼児期から青年期の支援は、その後

の成長過程にも大きく影響を及ぼすため重要となります。 

ヒアリングでは、障害児への支援として「専門職員による訓練や療育を受けられる施設がな

い、障害児相談支援の選択できる範囲が少ない」といった意見がありました。 

障害のある子どもの保護者についても、誰にも相談できずに悩みや不安を抱え込んでしまう

ケースもあります。それを防ぐためにも、保護者に対する支援も並行して充実させる必要があ

ります。 

将来を見据え、早期から一人ひとりの特性に応じた適切な療育と教育を充実させるためには、

関係機関と連携を図りつつ、障害のある児童・生徒の基本的な生活能力の向上や将来の社会参

加につなげていくためのきめ細やかな教育環境づくりに取り組むことが重要です。 

 

（５）関係機関等との連携や情報提供体制等の整備 

障害者が地域で安心して生活するためには、医療や住まい、進学や就労等、多くの困りごと

に総合的に対応できる窓口を充実させることが必要です。 

アンケートでは、悩みや困ったことの相談先として「家族や親戚」が６割強となっており、

友人や知人、医師や看護師・理学療法士、福祉施設や作業所の職員などとなっています。 

さらに、行政や関係機関、団体・事業所、市民同士の連携については、「普段から気軽に情報

交換ができる関係の構築、連携や交流を深められる場があると良い、連携をすることの効果を

知りたい」といった意見がありました。 

今後は連携をより強化していくために、情報共有や交流などを持てるような機会の創出が求

められているとともに、日頃から相談やコミュニケーションを図っていくなど、行政や団体・

事業所、市民同士との連携を図っていくことが求められます。 
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第３章 計画の目指す方向 

１ 計画の理念・基本視点 

（１）計画の理念 

本計画の上位計画である第６次下妻市総合計画の障害福祉分野では、「障害のある人が

安心して暮らせる社会を目指し、障害福祉サービスの充実を図るとともに、障害のある

人の社会参加を促進します。」を取り組みの方針として障害者福祉を推進しています。 

また、この理念は、障害者・障害児の福祉施策の基本方向を定めた「第４期下妻市障

害者計画」と、障害福祉サービスと児童福祉法に基づくサービスの提供体制の確保に向けた

「第７期下妻市障害福祉計画・第３期下妻市障害児福祉計画」の共通の理念として設定しま

す。 

 

■計画の理念 

ともに支えあう 

障害のある人にもない人にも 

やさしいまち 

 

（２）基本視点 

 本計画においては、 

 

●障害のある人の人権と主体性を尊重した支援 

●利用者本位の障害福祉サービスの充実 

●インクルージョンの理念に基づく共生社会の実現 

 

の３つを引き続き基本視点として、障害福祉サービスや地域生活支援事業をはじめとする

様々な福祉サービスの充実を図るとともに、サービスを必要とする人が使いやすい、利用者の

目線に立ったサービスの提供に努めます。 
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２ 基本目標・施策の方向 

本計画の理念に基づき、基本目標として以下の７つを定めて、具体的な施策を体系化し、そ

の総合的な推進を図ります。 

 

  

障害のある人の命と健康を維持し、障害を軽減するために、自立支援医療制度に基づく医療

費の助成や高次脳機能障害を持つ人への支援を行います。 

また、発達障害を含む障害の早期発見・早期対応や、生活習慣病の発症や重症化予防、ここ

ろの健康の維持のための保健・医療体制の充実を図ります。 

 

 

障害のある人の意向に応え、サービスの全般的な満足度の向上を図るとともに、地域で自立

した生活を送ることができるよう、支援を行います。 

また、「第７期下妻市障害福祉計画・第３期下妻市障害児福祉計画」に盛り込まれた障害児・

障害者に対する福祉サービスの円滑で着実な推進を図ります。 

 

 

障害のある子どもについて、乳幼児期における家庭を含めた相談支援から、一人ひとりの子

どもと向き合った特別支援教育の推進、更に教育機関を卒業したのちの就労まで、切れ目のな

い支援を行う体制の整備・充実に努めます。 

 

 

就労を希望している障害のある人が希望を叶えることができるよう、それぞれの人に対応し

た職業リハビリテーションの実施体制の充実を図るとともに、就労の場の確保・拡大に向け市

内の企業に対する雇用促進のための対策や制度についての周知と啓発を図ります。 

 

 

障害のある人の生きがいづくりに加え、障害のある人とない人が共に参加し、学ぶことで障

害への理解促進につながることから、文化・スポーツ・レクリエーション活動の振興を図りま

す。また、障害のある人の社会参加が容易になるよう、必要な情報へのアクセシビリティの向

上に努めます。 

  

基本目標１ 保健・医療の充実 

 

基本目標２ 自立した生活の支援と意思決定支援の推進 
 

基本目標３ 教育等の充実 

基本目標４ 雇用・就労の促進 

基本目標５ 社会参加の促進 
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障害があることによる差別が解消に向かうよう、また、障害のある人の権利が侵害されず、

権利の行使が適切に行われるよう、差別の解消や権利擁護の促進を図ります。 

また、障害者に対する虐待の防止に努めます。 

 

 

障害者福祉について全ての人が関心を持ち、障害についての理解が進むよう、周知や啓発に

努めます。 

また、障害のある人だけでなく、全ての市民が快適に過ごせるまちづくり、バリアフリー化

を計画的に推進するとともに、災害発生時に備え、障害種別に応じた支援体制の整備を進めま

す。 

  

基本目標６ 差別の解消・権利擁護の推進及び虐待の防止 

基本目標７ 共生社会の構築 
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第４章 障害者計画の施策の取り組み 

基本目標１ 保健・医療の充実 

施策の方向１ 健康づくり ・障害への早期対応の推進 

乳幼児の発育発達や健康保持・増進、疾病の早期発見を目的として乳幼児健康診査、保健指

導を実施します。専門職による相談事業では、ことばや行動面、発達などを確認し、お子さん

にあったかかわり方の助言を行うとともに、療育等の関係機関と連携を図ります。 

また、疾病や要介護状態になることを防止するために、若いうちからの生活習慣病対策、介

護予防・日常生活支援総合事業の充実に努めるとともに、特定健診・特定保健指導を推進しま

す。 

取組 内    容 関係課 

１ 
医療的ケア児

への支援 

茨城県医療的ケア児支援センター「みちしるべ」との

連携を強化し、医療的ケア児の状況等に応じたサービス

の提供ができるよう支援します。 

福祉課 

２ 

介護予防・日

常生活支援総

合事業（高齢

者保健福祉計

画・介護保険

事業計画） 

65 歳以上で要介護認定を受けていない方を対象に、

訪問介護、通所介護を含んだ介護予防・日常生活支援総

合事業を行います。 

長寿支援課 

３ 
乳幼児健診・

相談 

5か月児健診、1歳児相談、1歳 6か月児健診、２歳

児歯科健診、3 歳児健診、5 歳児発達相談により身体計

測、内科診察、歯科診察などを行うとともに、育児相

談、栄養相談、歯磨き指導、更に、集団生活に入ってか

らの発達相談を実施します。 

健康づくり

課 

４ すくすく相談 

発育や発達等に心配がある児童を対象に、公認心理士

によるすくすく相談を行い、保護者の心配や悩み事に対

応します。 

また、子どもの成長を一緒に考え、必要に応じ医療機

関やその他療育等につなぐとともに、保育園等との連携

を図ります。 

健康づくり

課 

5 
小児リハビリ

教室 

肢体不自由児とその家族に対して、理学療法士の指導

により専門的な早期療育を図ります。 

また、保護者同士の交流や個別相談を行い、障害児と

その家族が安心して社会生活を送れるよう支援します。 

健康づくり

課 

６ 
健康診断・保

健指導 

40 歳以上の人を対象とした 、メタボリックシンドロ

ーム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健康診査及び３

９歳以下と 75 歳以上の人を対象とした基本健康診査を

実施します。結果に基づき保健指導や受診勧奨を行い、

生活習慣病の発症予防、重症化予防を図ります。 

保険年金課

健康づくり

課 
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取組 内    容 関係課 

７ 
がん検診等各

種検診事業 

肺がん、胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん等の各

種がん検診及び骨粗しょう症や脳検診を行うとともに、

検診後の要精密検査等の受診勧奨を実施します。 

健康づくり

課 

８ 運動推進事業 

保健センターで、健康相談、血圧測定、尿検査、体脂

肪測定など健康チェックを行います。 

また、運動に興味を持ち、運動に取り組む市民が増え

ていくことを目的に健康ミニ講座、軽い運動、ストレッ

チングなどによる健康づくりを実施します。 

健康づくり

課 

９ 就学時健診 
小学校入学予定者の身体の状況を把握して円滑な就学

につなげるよう、就学前の健康診断を実施します。 
学校教育課 

10 
乳幼児発達相

談事業 

生活に必要な習慣を身につけるため、個別相談と集団

指導を通して、一人ひとりのお子さんに即した接し方を

保護者に助言・支援します。 

社会福祉協

議会 

 

 

施策の方向２ 心の健康維持・相談支援体制の推進 

市民の様々な悩みに答えるため、相談窓口体制を充実させるとともに、より効果的な相談支

援業務が実施できるよう、保健・医療・福祉・教育の連携の強化を図ります。 

取組 内    容 関係課 

11 
障害者相談支

援事業 

基幹相談支援センターを設置し、地域の相談支援の中

核として障害に関する相談に応じ、関係機関と連携し、

支援体制の強化を図ります。 

福祉課 

12 
こころの健康

相談 

毎月、心の病について専門家が相談に応じるととも

に、周知・啓発を進め、相談者の相談場所の確保に努め

ます。 

福祉課 

13 
自殺防止対策

の推進 

下妻市自殺対策計画に基づき、関係各課や様々な分野

の機関や団体と連携を図り、自殺防止対策を推進しま

す。 

広報紙やインターネットの活用、パンフレットや啓発

品の配布、「こころの健康相談」を通じて、心の健康づ

くりに関する知識の普及、啓発をおこないます。 

福祉課 

14 
孤独・孤立防

止対策の推進 

障害がある人やその家族が孤独・孤立で苦しむことが

ないよう、地域住民や関係機関と連携を図るなど、孤

独・孤立の予防に努めます。 

福祉課 

長寿支援課 

15 心配ごと相談 
日常生活における諸問題に対し、弁護士や心配ごと相

談員による法律相談を行います。 
福祉課 

16 
スクールカウ

ンセラー配置 

小・中学校に専門的な知識・経験を有するスクールカ

ウンセラーを配置・派遣し、暴力行為、いじめ、不登校

等の児童生徒の問題行動等の未然防止等の教育相談を実

施し、早期発見及び早期解決に努めます。 

指導課 
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施策の方向３ 地域リハビリテーション の充実 

障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度（更生医療・育成医療・精神通院医療）を円滑

に推進するとともに、難病患者の支援事業や発達障害・高次脳機能障害を持つ人への相談・情

報提供などの支援を行います。また、障害のある人の地域におけるリハビリテーションの充実

に努めます。 

取組 内    容 関係課 

17 
自立支援医療

給付 

障害者等の心身の状況から自立支援医療を受ける必要

がある人に、受給者証を交付し、自立支援医療を受けた

時は、自立支援医療費を支給します。 

福祉課 

18 

発 達 障害 ・ 

高次脳機能障

害を持つ人へ

の支援 

発達障害や高次脳機能障害について、ホームページ等

で広報・周知等を行うとともに、これらの障害を持つ人

や家族に向けた相談・情報提供等の支援を行います。ま

た、「茨城県発達障害者支援センター」や「茨城県高次

脳機能障害支援センター」の周知に努め 、連携強化を

図ります。 

福祉課 

19 

地域リハビリ

テーションの

充実 

自立した地域生活や職場復帰、社会復帰に向け、適切

なリハビリテーションに取り組めるよう、自立訓練等の

機能訓練を促進します。また、ホームページ等で自立訓

練等についての周知を行います。 

福祉課 
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基本目標２ 自立した生活の支援と意思決定支援の推進 

施策の方向１ 障害福祉サービス等の円滑な推進 

障害福祉サービスの利用申請の受付、認定調査、障害支援区分認定審査会の運営、障害支援

区分の認定など、サービスの支給決定に関わる制度を円滑に推進します。特に、サービス利用

の窓口となる「相談支援事業」（地域生活支援事業）の充実に努めます。 

また、指定事業者等のサービスの質の向上に向けて、利用者本位の立場に立って事業運営さ

れるよう、関係機関と連携した実地指導や助言等を行います。更に、サービスの利用にあたっ

ては、苦情処理制度や利用者負担軽減措置制度等の周知に努めます。 

取組 内    容 関係課 

１ 

障害支援区分

認定・サービ

ス支給決定 

認定調査員の調査結果をもとに障害支援区分の一次判

定を行い、「障害支援区分認定審査会」の二次判定結果

を踏まえて、障害支援区分の認定を行います。また、利

用者の意向が反映されたサービス等利用計画に基づき、

介護給付・訓練等給付の支給決定を行います。 

福祉課 

２ 

下妻市障害者

自立支援協議

会の運営 

相談支援事業の中立・公平性の確保と困難事例への対

応、関係機関のネットワークの中核機関として地域自立

支援協議会を運営し、地域包括ケアシステムや地域生活

支援拠点の整備について協議するとともに、専門部会の

設置を検討します。 

福祉課 

３ 

指定障害福祉

サービス事業

者等の質的向

上 

サービス事業者に対して、障害福祉サービス等の質の

向上に向けて「茨城県福祉サービス第三者評価事業」を

受けるように事業の周知・助言を行うとともに、県等の

関係機関と連携し、実地指導において助言を行います。 

福祉課 

 

施策の方向２ 障害福祉サービス等の基盤整備 

障害者総合支援法に位置づけられている自立支援給付には、大きく、「介護給付費」、「訓練等

給付費」、「相談支援給付費」、「補装具費」などが含まれています。下妻市障害福祉計画・下妻

市障害児福祉計画に基づき、これらの障害福祉サービスの円滑な実施と必要なサービスの見込

量の確保供給を図ります。 

取組 内    容 関係課 

４ 自立支援給付 

障害者総合支援法を踏まえ、サービス等利用計画に基

づき、自立支援給付を行います。また、自立支援給付制

度の定着と円滑な実施に向けて、ホームページ等で広

報・周知を行います。 

福祉課 

５ 

障害福祉サー

ビス・障害児

福祉サービス

の供給確保 

介護給付・訓練等給付等のサービス必要量を確保・供

給できるように、県及び近隣市町村等と連携し、サービ

ス事業所の確保を推進します。 

福祉課 
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施策の方向３ 地域生活支援事業の充実 

地域生活支援事業は、障害者総合支援法における障害福祉サービスとして、自立支援給付と

ともに位置づけられている、障害のある人の地域での生活を総合的に支援する事業です。その

内容は、相談支援事業や移動支援事業、理解促進研修・啓発事業などの必須事業と、市町村の

任意事業に区分されています。 

今後も必須事業の充実を図るとともに、任意事業についても、従来から実施していた事業の

継続を基本に、障害のある人の地域生活を支援する視点から事業の更なる充実を検討します。 

取組 内    容 関係課 

６ 

下妻市障害者

基幹相談支援

センター事業 

障害のある人やその介護者、障害のある児童の保護者

等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行うと

ともに、サービス事業者などとの連絡調整を行います。

また、障害のある人の虐待や権利擁護等の相談支援を行

います。 

福祉課 

７ 

聴覚障害者等

意思疎通支援

事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意

思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎

通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、代読等を行

う人の派遣などを行います。また、茨城県立聴覚障害者

福祉センターやすらぎ等の関係機関との連携体制を構築

します。 

福祉課 

８ 
日常生活用具

給付等事業 

重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常

生活用具の給付を行います。 
福祉課 

９ 移動支援事業 

移動支援の利用により外出の機会が得られ、充実した

日常生活を送ることができるよう、屋外での移動が困難

な障害のある人について、事業所等と連携を図りながら

適切な支援の提供を行います。 

福祉課 

10 
地域活動支援

センター事業 

障害がある人が創作的活動又は生産活動、社会との交

流の促進等を図るため、地域活動支援センターの運営を

支援します。 

福祉課 

11 
日中一時支援

事業 

障害のある人の日中における活動の場所を確保し、日

常的に介護している家族の就労支援、一時的な休息を図

ります。 

福祉課 

12 
手話奉仕員養

成研修事業 

下妻市聴覚障害者協会に委託し、手話講座を実施しま

す。手話表現技術を習得するための研修により、聴覚障

害者等との交流等を支援する手話奉仕員を養成します。 

福祉課 

13 
訪問入浴サー

ビス事業 

身体の清潔保持ができ、自宅での生活が継続できるよ

う、在宅で入浴に介助を必要とする重度の障害のある人

に対し、事業所と連携を図りながら居宅を訪問し浴槽を

提供し入浴の介護を行います。 

福祉課 

14 

自動車運転免

許取得・改造

費助成事業 

障害者の自動車運転免許取得費用や自動車改造費用に

ついて助成し、就労及び社会参加を支援します。 
福祉課 

15 
理 解促進 研

修・啓発事業 

住民に対して、障害者等に対する理解を深めるための

研修・啓発事業を行います。 
福祉課 
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取組 内    容 関係課 

16 
自発的活動支

援事業 

交流会や社会復帰活動等、障害者等が自立した日常生

活および社会生活を営むことができるよう障害者等やそ

の家族、住民等が自発的に行う活動に支援を行います。 

福祉課 

17 
成年後見制度

利用支援事業 

認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分で

ある一定の要件に該当する人に対し、成年後見制度を利

用するための費用を助成します。 

福祉課 

長寿支援課 

18 
成年後見制度

利用促進事業 

成年後見制度の利用促進を図るため中核機関を設置し

必要な支援につながるよう相談機能の充実・強化を図り

ます。また、必要な人が成年後見制度を利用できるよう

地域連携ネットワークの構築に取り組みます。 

福祉課 

長寿支援課 

社会福祉協

議会 

19 

成年後見制度

法人後見支援

事業 

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に不安が

ある方の権利を守れるよう、社会福祉協議会が法人とし

て成年後見人等となり、必要な契約手続き、日常的な金

銭管理等を行う「成年後見サポートセンターしもつま」

を支援します。 

福祉課 

長寿支援課 
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施策の方向４ 日常生活を支援する事業の充実 

地域において、障害のある人が快適で安全な生活を送るためには、住みやすい住宅の確保が

不可欠です。これからも、障害のある人の地域生活への移行を進めるため、公営住宅の整備や

住宅リフォーム助成を継続して実施します。また、市民や社会福祉協議会等との連携も進めな

がら、各種の障害福祉サービスの提供を行います。 

取組 内    容 関係課 

20 
障害者手帳の

交付 

身体障害者手帳の交付事務及び療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳の交付取次事務を行います。 
福祉課 

21 

障害者福祉タ

クシー利用料

金助成 

医療機関への通院や福祉行事への参加等の移動時に、

タクシー料金の一部を助成します。 
福祉課 

22 

重度障害児者

住宅リフォー

ム 助成 

重度の障害のある人や児童が家庭生活を送りやすくす

るために住宅の一部を改造する場合に、費用の一部を助

成します。 

福祉課 

23 
心身障害児者

おむつ代助成 

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受け在宅でおむ

つを使用している人に対し、費用の一部を助成します。 
福祉課 

24 
障害者相談員

事業 

身体障害や知的障害のある人について熱意のある民間

の協力者により、障害のある人等や家族等からの相談を

受けます。 

福祉課 

25 
障害者住宅整

備資金貸付 

障害のある人または障害のある人と同居する世帯に対

し、障害のある人の居住環境を改善するため居室等を増

改築または改造する経費の貸付を行います。 

福祉課 

26 
地域生活支援

拠点等の整備 

障害者等の地域での暮らしや自立を希望する人への支

援を推進するため、相談、緊急時の対応、体験の場とし

ての機能等を備えた地域生活拠点等の整備を進めます。 

福祉課 

27 
障害者対象公

営住宅の整備 

市営住宅長寿命化計画に基づき、既存住宅の計画的な

維持管理及び修繕を図りながら、高齢者や障害者が安心

して暮らせるよう公営住宅のバリアフリー化を検討しま

す。また、段差の解消、手すりの設置等 。また、地域

生活を希望する障害者のために民間住宅の借り上げ等に

よる住宅整備を検討します。 

建設課 

28 
日常生活自立

支援事業 

知的障害や精神障害等により判断能力が不十分な方を

対象に、福祉サービスの利用手続きや金銭管理、書類の

預かりサービス等を支援します。 

社会福祉協

議会 

29 

在宅福祉サー

ビスセンター

事業 

住民同士の支え合いによる有償の相互援助事業とし

て、サービスを必要とする高齢者や障害者等の利用会員

に対し、家事や買い物、外出支援等のサービスを提供し

ます。 

社会福祉協

議会 

30 

「成年後見サ

ポートセンタ

ーしもつま」

事業 

認知症や障害等で判断能力に不安のある方の権利を守

れるよう、相談支援や後見人等候補者の受任調整、法人

として後見人等となりご本人の生活を維持するために必

要な契約手続きや金銭管理等を行います。 

社会福祉協

議会 
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施策の方向５ 生活安定・経済的自立の支援 

障害基礎年金等の年金制度や特別障害者手当等の各種手当の支給制度は、障害のある人の暮

らしを支える土台として重要な役割を果たしています。今後も、こうした所得保障及び貸付等

経済的支援事業の充実を図り、障害のある人の生活の安定と経済的自立を支援します。 

取組 内    容 関係課 

31 
特別障害者手

当等支給 

在宅の重度障害のある人に対し、著しく重度の障害に

よって生ずる特別な負担の軽減を図る一助として手当を

支給します。（特別障害者手当、障害児福祉手当、経過

的福祉手当） 

また、制度についてホームページや広報等で周知を図

ります。 

福祉課 

32 
難病患者福祉

手当支給 

指定難病特定医療費受給者証の交付者からの申請を受

け、原因不明、治療法未確立な難病患者に対し年1回手

当の支給を行います。 

福祉課 

33 
心身障害者扶

養共済 

障害のある人の保護者が毎月一定の掛金を納付するこ

とで、保護者が死亡、または身体に著しい障害を有する

ことになった場合、障害のある人に年金を支給します。 

また、制度についてホームページや広報等で周知を図

るとともに、加入希望の保護者に対し、必要な手続きを

案内します。 

福祉課 

34 
特別児童扶養

手当支給 

20 歳未満の障害のある児童を在宅で養育する父母又

は養育者に対して手当を支給します。また、制度につい

てホームページや広報等で周知を図ります。 

福祉課 

35 

重度心身障害

児童福祉手当

支給 

在宅で心身に重度の障害のある 20 歳未満の児重を扶

養している保護者に手当を支給します。また、制度につ

いてホームページや広報等で周知を図ります。 

福祉課 

36 
障害年金の相

談 

障害のある人やその家族等からの障害年金受給に関す

る相談・申請等を行います。 

福祉課 

保険年金課 

37 
税や各種 割

引・減免制度

の周知 

自動車税（窓口＝県税事務所）住民税・軽自動車税

（窓口＝税務課）等の控除や減免、JR・バス・飛行

機・タクシー料金、有料道路通行料金、NHK 放送受信

料の減免 、公共料金等の減免、県立施設等の利用料減

免制度について、「ご利用ください福祉の制度」やホー

ムページを通じて案内します。 

福祉課 

税務課 

38 

医療福祉費支

給制度（マル

福） 

身体障害者手帳１級･２級･３級(内部障害)、療育手帳

○A ･Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級所持者、障害基礎

年金１級受給者、特別児童扶養手当１級受給者などを対

象とし、保険適用分の医療費を助成します。 

保険年金課 

39 
生活福祉資金

等の貸付 

・生活福祉資金 ※茨城県社会福祉協議会の審査有 

障害のある人がいる世帯の経済的自立・生活意欲の助

長を目的に一時的に必要となる費用の貸付を行います。 

・小口資金貸付 

緊急に生活費が必要な世帯に少額の生活費の貸付を行い

ます。 

社会福祉協

議会 
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基本目標３ 教育等の充実 

施策の方向１ 障害児の育成支援 

療育や就学、各種の福祉サービスの活用に向けて、個別に、継続的・総合的な支援計画の作

成など、障害のある子どもを対象とする療育・教育機関と連携した相談体制の整備に努めます。 

取組 内    容 関係課 

１ 
障害児支援体

制の構築 

関係機関と連携しながら、障害児に対する重層的な支

援体制構築に取り組みます。 
福祉課 

２ 
障害児通所支

援の充実 

身近な地域で障害児のニーズに応じた通所支援サービ

スが受けられるように、児童発達支援・放課後等デイサ

ービス等を実施します。 

福祉課 

３ 

小児慢性特定

疾患児日常生

活用具給付事

業 

小児慢性特定疾患児の日常生活の便宜を図るため、特

殊寝台や歩行支援用具、入浴補助用具等の日常生活用具

を給付します。 

福祉課 

４ 

軽度・中等度

難聴児補聴器

購入支援事業 

軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーショ

ン能力の向上を促進するため、補聴器購入費等を助成し

ます。 

福祉課 

５ 
特別支援学校

との連携 

 障害がある児童生徒が在籍する特別支援学校との連携

を強化し、障害の特性に応じた支援ができるよう、関係

機関と連携します。 

福祉課 

６ 
障害児保育の

事業 

障害児保育の運営支援を行い、障害のある児童が保育園

で集団生活をし、また保育士と関わりながら、いろいろ

な活動や遊びを経験し、安心して楽しく生活する場を提

供します。 

子育て支援課 

７ 
家庭児童相談

事業 

虐待通告や要保護児童に関わる各種相談について、関係

機関と連携し、虐待の未然防止や要保護児童の早期発

見・早期対応に取り組みます。 

子育て支援課 

８ 
就学相談 ・指

導 

就学に関する相談を随時行い 、就学懇談会への参加や特

別支援学校への体験学習、市内小中学校の見学など、保

護者や幼児児童生徒のニーズに応じた就学指導を実施し

ていきます。 

指導課 
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施策の方向２ 特別支援教育の推進 

特別支援学校との連携により、小学校・中学校に配置されている特別支援教育コーディネー

ターをはじめ、一般教職員の障害のある子についての理解を深める研修や交流会の実施に努め

ます。 

また、発達障害のある子を含めて対象とする「通級による指導」や特別支援学級を充実、推

進するとともに、障害のある子が支障なく学校生活を送れるよう、学校施設のバリアフリー化

を促進します。 

更に、障害のある子の豊かな社会性や人間性を育成し、同時に地域の人々や子どもたちの障

害のある子に対しての理解を広げるために、特別支援学校生徒と地域の児童との交流教育を推

進します。 

取組 内    容 関係課 

９ 
学校生活支援

員の配置 

特別に支援を要する児童生徒が安心して学校生活が送

れるよう、障害のある児童・生徒の学校生活を支援する

学校生活支援員を配置し、きめ細かな支援を行います。 

学校教育課 

10 

学校施設のバ

リアフリー化 

事業 

障害のある児童・生徒が支障なく学校生活を送れるよ

うに学校施設のバリアフリー化を推進します。 
学校教育課 

11 

特別支援教育

コーディネー

ターの配置 

各校に１名の特別支援教育コーディネーターの配置を

継続し、学校内での協力体制の構築と、学校外の関係機

関との連携協力を推進します。 

指導課 

12 通級指導 

小学校、中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害の

ある児童に対して、各教科などの指導は通常の学級で行

いながら、障害に応じた特別の指導を通級指導教室で行

います。また、近隣の特別支援学校と連携し、個々の児

童生徒への指導について助言や援助をいただきながら指

導の充実を図ります。 

指導課 

13 特別支援学級 

小学校・中学校の知的障害、情緒障害、言語障害の特

別支援学級において、障害のある児童生徒に対し、その

一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な教育を通じ

て必要な支援を行います。個別の教育支援計画や指導計

画については、具体的な目標設定や自立活動６区分２７

項目との関連を図ります。 

指導課 

14 
福祉教育支援

事業 

児童に対してボランティア活動など地域の福祉体験学

習の機会を提供するなど福祉教育を支援します。 

社会福祉協

議会 

15 
福祉教育・交

流教育 

ボランティア活動などの地域の体験学習については、

各学校の計画のもと、地域の人的物的資源を活用した福

祉教育を推進します。特別支援学校の生徒との交流につ

いては、継続的な交流及び共同学習を図ります。 

指導課 
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基本目標４ 雇用・就労の促進 

施策の方向１ 雇用・就労の場の拡大 

ハローワークとの連携により、障害者雇用促進法について、雇用主への普及・啓発・広報活

動を実施します。また、地域における学校・企業・関係機関等との連携や、就労継続支援 B 型

事業所を対象とした「茨城県工賃向上計画」との連携強化など、障害の状況に対応した雇用・

就労の場の確保対策を推進します。 

また、在宅で仕事を希望する障害のある人に対しては、在宅就業障害者支援制度等の活用に

努めます。 

更に、障害者就労施設からの障害者優先調達推進法に基づき、市内事業所への業務発注を推

進します。 

取組 内    容 関係課 

1 

雇用促進対策

の 普 及 ・ 啓

発・広報 

「障害者の雇用の促進に関する法律」に基づき、市内

の事業所に対し、ハローワークと連携して障害者雇用制

度の趣旨の普及・啓発・広報を行います。 

福祉課 

商工観光課 

2 

「茨城県工賃

向上計画」と

連携 

茨城県工賃向上計画について周知を図ります。また、

障害者就労施設等からの物品等の調達方針に基づき、市

内事業所への業務発注を行います。 

福祉課 

３ 
在宅就業障害

者支援制度の

活用促進 

在宅での仕事を希望する障害のある人に対して、「在

宅就業障害者支援制度」活用の周知に努めます 。 
福祉課 

４ 
福祉的就労の

場等の充実 

自立した生活に必要な経済的基盤の確保や働くことに

よるいきがいの創出を目的とした就労継続支援 A 型・就

労継続支援 B型等の福祉的就労の場の充実を図ります。 

福祉課 

５ 
障害者優先調

達制度の拡大 

障害者就労施設等が供給する物品等の調達を推進しま

す。 
福祉課 

 

  



48 

 

施策の方向２ 職業リハビリテーションの推進 

一般雇用が困難な障害のある人に対して、自立支援給付における就労継続支援事業の利用を

促進します。 

また、福祉施設退所者や特別支援学校卒業者等で、働く意欲のある人については、自立支援

給付の就労移行支援事業により、就労に必要な訓練から就職後の定着までの支援を図るほか、

ハローワークのトライアル雇用やジョブコーチなどの雇用施策と連携を進めるなど、効果的な

支援に努めます。 

更に、令和７年度より新たに実施される就労選択支援など、就労意欲のある障害のある人が

適切な就労に結びつくよう、支援の充実を図ります。 

取組 内    容 関係課 

６ 

障害福祉サー

ビス・就労支

援事業等の確

保 

障害福祉サービスの就労移行支援事業、就労継続支援

事業、就労定着支援による定着を図り、就労を支援しま

す。 

また、希望や能力等に応じ、適切な就労先につなげ、

定着を図るための就労選択支援を促進します。 

福祉課 

７ 

障 害 者 施 行

（ ト ラ イ ア

ル）雇用事業

の促進 

短期で障害のある人の試行雇用（トライアル雇用）を

行い、一般雇用への移行を 目指す事業を、ハローワーク

と連携して促進します。 

福祉課 

８ 

職場適用援助

者（ジョブコ

ーチ）支援事

業の促進 

知的障害または精神障害のある人の職場適応を容易に

するために、職場にジョブコ一チを派遣する事業をハロ

ーワークと連携して促進します。 

福祉課 
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基本目標５ 社会参加の促進 

施策の方向１ 文化・スポーツ活動等の振興 

スポーツ・レクリエーション活動は、障害のある人の生きがいや楽しみを増やす活動である

とともに、健康の維持・増進、生活習慣病の予防などに資する活動と 位置づけ、 その活動を支

援し、振興に努めます。 

また、障害者の社会参加と平等を実現するために、各種イベントを通じた交流事業を行いま

す。 

取組 内    容 関係課 

1 

茨城県障害者

スポーツ・文

化協会のイベ

ントへの参加

促進 

茨城県障害者スポーツ・文化協会が企画するスポーツ

大会や文化活動等の各種事業に賛同し、障害児・者の参

加促進を図ります。 

福祉課 

２ 
障害者対象の

図書館等の拡

充 

市立図書館等で、障害のある人を対象とする図書等を

計画的に拡充するとともに、対面朗読ボランティア等の

育成に努めます。また、電子図書館の導入による自動読

み上げ機能についても検討を行います。 

図書館 

３ 
障害者交流事

業 

心身障害児者福祉推進協議会よるスポーツ交流会や花

火大会等の企画・運営を支援します。 
福祉課 

４ 
市文化祭への

作品出展 
市文化祭で障害者団体の作品を出展します。 生涯学習課 
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施策の方向２ 情報提供・コミュニケーション支援の充実 

障害のある人への地域社会の総合的な情報提供を保障するための一環として、市ホームペー

ジのバリアフリー化の継続的に行うとともに、地域生活支援事業における「聴覚障害者等意思

疎通支援事業」をはじめとする障害のある人が情報にアクセスできる環境の改善に努めます。 

取組 内    容 関係課 

５ 
ホームページ

のバリアフリ

ー化の推進 

障害のある人向けの情報提供のツールとして充実を図

るため、ホームページのバリアフリー化を推進します。

（文字の大きさのズーム、画面色の変更、読み上げ機能

など） 

秘書課 

DX推進課 

６ 
やさしい日本

語の推進 

誰にとっても理解がしやすい情報提供を目指し、「や

さしい日本語」を用いた、情報発信やコミュニケーショ

ンを推進します。 

企画課 

７ 

聴覚障害者等

意思疎通支援

事業  

（2-7再掲） 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意

思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎

通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、代読等を行

う人の派遣などを行います。 

福祉課 

８ 

手話奉仕員養

成研修事業 

（ 2-12 再

掲） 

下妻市聴覚障害者協会に委託し、手話講座を実施しま

す。手話表現技術を習得するための研修により、聴覚障

害者等との交流等を支援する手話奉仕員を養成します。 

福祉課 

９ 

聴覚障害者へ

の情報提供の

充実 

聴覚障害者への情報提供の充実を図るため、手話や

ICT などのデジタル機器等を利用した情報提供を推進し

ます。 

福祉課 

10 

文字表示機能

付き防災ラジ

オ配布事業 

身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯及び

事業所に、防災ラジオに文字表示機能を付加したものを

配布します。 

消防防災課 

11 

視覚障害者等

の読書環境の

整備 

視覚障害者等が利用しやすい読書環境を整備します。 図書館 

12 
声の広報配布

事業 

視覚障害者が情報収集できるよう、社会福祉協議会や

市の広報紙等を音訳したCDを配布します。また、点字

広報の実施について検討します。 

社会福祉協

議会 
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基本目標６ 差別の解消・権利擁護の推進及び虐待の防止 

施策の方向１ 差別の解消、権利擁護の推進・権利行使の支援 

障害のある人が日常生活や社会生活を送るための妨げとなる、様々な社会的障壁等の除去に

努めるとともに、合理的配慮に関する知識の普及・啓発を行います。 

また、判断能力が十分でない障害のある人が、自身の権利と財産を守るための成年後見制度

の利用を支援するとともに、制度の充実に努めます。 

取組 内    容 関係課 

1 

障害者差別解

消法に基づく

合理的配慮の

提供 

障害者差別解消支援地域協議会を設置するとともに、

福祉課を窓口として障害者差別及びその解消に関する知

識の普及・啓発、差別の事象発生時の解消に取り組みま

す。 

障害者にとっての日常生活や社会生活を送る上で障壁

となる事物、制度、慣行、観念などの社会的障壁の除去

のための「合理的配慮」に関する知識の普及・啓発に取

り組みます。 

福祉課 

2 

成年後見制度

利用支援事業  

（ 再 掲 2-

17） 

認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分で

ある一定の要件に該当する人に対し、成年後見制度を利

用するための費用を助成します。 

福祉課 

長寿支援課 

３ 

成年後見制度

利用促進事業

（ 再 掲  2-

18） 

成年後見制度の利用促進を図るため中核機関を設置し

必要な支援につながるよう相談機能の充実・強化を図り

ます。また、必要な人が成年後見制度を利用できるよう

地域連携ネットワークの構築に取り組みます。 

福祉課 

長寿支援課 

社会福祉協議

会 

４ 

成年後見制度 

法人後見支援

事業  （再掲 

2-19） 

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に不安が

ある方の権利を守れるよう、社会福祉協議会が法人とし

て成年後見人等となり、ご本人に必要な契約手続き、日

常的な金銭管理等を行う「成年後見サポートセンターし

もつま」を支援します。 

福祉課 

長寿支援課 

 

施策の方向２ 虐待防止施策の推進 

「障害者虐待防止法」に基づき、関係機関との連携し、障害のある人への虐待の防止を推進

します。また、障害福祉に関する事業所や擁護者、市民などを対象に、虐待と虐待予防に関す

る知識の普及・啓発に取り組みます。 

取組 内    容 関係課 

５ 

障害者虐待防

止対策支援事

業 

「障害者虐待防止センター」により、虐待の早期発

見、発生時の対応、再発防止に取り組みます。 

関係機関との連携・調整を行うなど、障害者虐待の防

止を推進するとともに、高齢者虐待や児童虐待の防止に

対する取り組みとも連携しながら、様々なケースの虐待

防止に努めます。 

障害福祉サービス事業所や利用者、養護者、市民や団

体に向けて、虐待とその防止に関する知識の普及・啓

発、虐待発生時の支援に取り組みます。 

福祉課 
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基本目標７ 共生社会の構築 

施策の方向１ バリアフリーの生活環境整備 

市内の公共的施設や集客施設等や公園・道路などの生活・移動環境について、「どこでも、だ

れでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた点検を行い、

「公共施設等マネジメント計画」に基づき、バリアフリー化を推進します。 

取組 内    容 関係課 

１ 
投票会場のバ

リアフリー化 

障害のある人や高齢者等投票する人のためにスロープ

を取り付けるなどバリアフリー化を進め、利用しやすい

投票所の環境を確保します。 

総務課 

２ 

公共施設等の

バリアフリー

化 

 公共施設等の改修や更新等を行う際には、市民ニーズ

や関係法令等におけるユニバーサルデザインの街づくり

の考え方を踏まえ、障害の有無、年齢、性別、人種等に

関わらず、誰も利用しやすいようユニバーサルデザイン

の対応に努めます。 

また、管理施設については、バリアフリー化状況を点

検し、利用状況や社会情勢を鑑み検討・実施します。 

資産経営課 

３ 
道路・交通安

全対策の推進 

道路の歩道・車道の分離・段差解消、誘導ブロック敷

設、障害のある人専用信号機の設置要請など障害のある

人の移動環境の整備、安全対策を推進します 。 

建設課 

消防防災課 
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施策の方向２ 災害時及び緊急時支援・防犯対策の推進 

障害のある人が地域で安心して暮らすことができるよう、「地域防災計画」に基づいて、避難

訓練の実施や避難場所の周知など、災害発生に備えた体制の整備に努めるとともに、実際の避

難支援の際の基礎となる避難行動要支援者名簿の管理を推進します。 

緊急時に障害のある人が速やかに必要な支援を受けられるような環境の改善に努めます。 

また、障害のある人が消費者被害等を含む様々な被害にあわないように、関係機関と連携し

た注意喚起のための広報・啓発を行います。 

取組 内    容 関係課 

４ 
地域防災計画

の推進 

「地域防災計画」に基づき、障害のある人の支援対策

を推進するとともに、障害のある人への避難場所の周知

や防災避難訓練の参加の促進を図ります。 

また、災害時障害者支援対策の構築を図るとともに、

要配慮者に配慮した防災基盤整備を促進していきます。 

消防防災課 

５ 

避難行動要支

援者対策の推

進 

避難行動要支援者名簿の定期的な点検・更新による最

新版管理を行い、個別避難計画の作成を推進します。 

また、福祉避難所運営マニュアルの作成を検討しま

す。 

消防防災課 

福祉課 

長寿支援課 

６ 
防犯対策の推

進 

犯罪や悪質商法の被害防止に向け、警察や消費生活セ

ンター等、関係機関と連携を取りながら、障害者が安心

して生活できるよう、情報提供や相談を行います。 

消防防災課 

商工観光課 

７ 

文字表示機能

付き防災ラジ

オ 配 布 事 業

（ 再 掲 5-

10） 

身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯及び

事業所に、防災ラジオに文字表示機能を付加したものを

配布します。 

消防防災課 

８ 

緊急通報シス

テム 

NET119 

の普及啓発 

NET119 は、 通話での通報が難しい方のための、携

帯電話またはスマートフォン等のインターネット機能を

利用して 119 番（消防機関）へ通報できるシステム で

す。システムの利用登録の普及啓発に努めます。 

福祉課 
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施策の方向３ 地域支援体制の整備 

障害のある人に関する福祉施策の推進にあたり、日常生活自立支援事業やボランティアセン

ターの運営などで重要な役割を果たしている社会福祉協議会と引き続き連携していきます。 

また、障害者団体や家族会の活動、障害者福祉に関する様々な活動の振興を図り、地域の住

民の理解と協力に基づく支援体制の充実に努めます。 

取組 内    容 関係課 

９ 
社会福祉協議

会との連携 

地域福祉の推進を図ることを目的とする社会福祉協議

会との連携を強化します。 

また、生活困窮者自立支援制度の子どもの学習・生活

支援事業を実施します。 

福祉課 

10 
障害者団体等

の活動の振興 

自発的活動支援事業に基づき、各障害者団体が行うピ

アサポート事業等に対して、補助金を交付します。 
福祉課 

11 
ボランティア

活動の振興 

ボランティア育成のための研修会や交流会を開催

し 、多様なボランティア活動の推進に努めます。 

ボランティア講座として目的別に開催し、体験講座等

を通じて市民の障害に対する理解を深めます。 

社会福祉協

議会 

12 

福祉教育支援

事業（再掲３

-14） 

児童に対してボランティア活動など地域の福祉体験学

習の機会を提供するなど福祉教育を支援します。 

社会福祉協

議会 

13 

福祉教育・交

流教育（再掲

３-15） 

ボランティア活動などの地域の体験学習については、

各学校の計画のもと、地域の人的物的資源を活用した福

祉教育を推進します。特別支援学校の生徒との交流につ

いては、継続的な交流及び共同学習を図ります。 

指導課 

 

施策の方向４ 障害や障害のある人についての理解の促進 

障害者週間（毎年12月3日から9日まで）における国や県の各種のイベントと連携し、広報や

ホームページを活用して障害や障害のある人についての理解を促進するための啓発・広報を推

進します。また、ヘルプマーク等の周知に努めます。 

取組 内    容 関係課 

14 

障害者理解に

ついての啓

発・広報の推

進 

障害者週間（12 月 3 日から 9 日までや共生社会に

ついての周知とともに、市広報・ホームページ等により

日常的に障害のある人の理解のための広報・啓発を推進

します。 

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、

内部障害や難病の方など、外見から分からなくても援助

や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要と

していることを知らせることで、援助を得やすくなるよ

う作成されたマークです。ヘルプマーク等の周知に努め

ます。 

福祉課 
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第５章 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画 

１ 成果目標 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

国の考え方 

令和４年度末時点の施設入所者の６％以上が令和８年度末までに地域生活へ移行する。 

令和８年度末時点での施設入所者を令和４年度末時点の施設入所者から５％以上削減する。 

市の考え方 

障害者の状況や意向、地域の受け入れ体制等を踏まえながら、関係機関と連携し、地域生活へ

の移行を目指します。 

 

■実績値 

項目 実績 

令和４年度末の施設入所者数 53人 

 

■成果目標 

項目 目標  備考 

地域生活移行者数 ４人 
令和４年度末の施設入所者

の６％以上 

施設入所者の削減数 ３人 
令和４年度末の施設入所者

の５％以上 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国の考え方 

精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数の平均を 325.3 日以上と

することを基本とする。【目標設定都道府県】 

令和８年度末の精神病床における１年以上の長期入院患者数（65 歳以上・未満）の設定。 

【目標設定都道府県】 

令和８年度末における退院率の目標値を、それぞれ入院３か月後時点で 68.9％以上、入院後

６か月時点で 84.5％以上、入院後１年時点で 91.0％以上として設定することを基本とす

る。【目標設定都道府県】 

市の考え方 

国の基本指針や県の方針、成果目標を踏まえて、地域包括ケアシステム構築のため引き続き

下妻市障害者自立支援協議会の継続と内容の充実を図ります。 
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（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

国の考え方 

令和８年度末までの間、各市町村または各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつ

つ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証および検討することを基本とする。 

強度行動障害を有する方に関し、各市町村または各圏域において支援ニーズを把握し、支援

体制の整備を進めることを基本とする【新規】 

市の考え方 

国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、下妻市の実績や実情を加味して設定します。 

 

■実績値 

項目 実績 

地域生活支援拠点等の整備 ０か所 

運用状況の検証 ０回／年 

 

■成果目標 

項目 目標  備考 

地域生活支援拠点の機能の充実 充実 

令和８年度末までに、地域生活支援拠点と

して備える機能（緊急時の受け入れ・対応

機能、体験の機会・場の機能、専門的人材

の確保・養成の機能、地域の体制づくりの

機能）の充実を図る。 

運用状況の検証・検討実施回数 １回／年 

令和８年度末まで、地域生活支援拠点の機

能の充実のため、運用状況の検証・検討を

実施する。 

強度行動障害を有する人への支

援体制の整備【新規】 
有 

令和８年度までに、支援ニーズの把握、地

域の実態把握、支援機関との連携を行い、

地域に適した支援の体制づくりを進める。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

国の考え方 

令和８年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和３年度実績の 1.28

倍以上とすることを基本とする。 

・就労移行支援事業：1.31 倍以上 

・就労継続支援Ａ型事業：1.29 倍以上 

・就労継続支援Ｂ型事業：1.28 倍以上 

就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の

割合が５割以上の事業所を全体の５割以上とすることを基本とする。【新規】 

就労定着支援事業の利用者数については、令和３年度の実績の1.41 倍以上とすることを基本

とする。 

就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所を全体の２割５分以上とするこ

とを基本とする。 

都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した

支援体制の構築を推進するため、協議会（就労支援部会）等を設けて取組を進めることを基

本とする。【目標設定都道府県】 

市の考え方 

国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、下妻市の実績や実情を加味して設定します。 
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■実績値 

項目 実績 

令和３年度末の一般就労移行者数 ２人 

令和３年度末の就労移行支援事業を通じた一

般就労への移行者数 
２人 

就労継続支援Ａ型事業の一般就労移行者数 ０人 

就労継続支援Ｂ型事業の一般就労移行者数 ０人 

就労移行支援事業所数 ３箇所 

うち一般就労へ移行した者の割合が５割以

上の事業所数 
０箇所 

令和３年度末の就労定着支援事業所数 ０箇所 

 

■成果指標 

項目 目標  備考 

令和８年度中に就労移行支援事

業等を通じた一般就労への移行

者数 

５人 
令和３年度実績の1.28倍以

上 

うち就労移行支援事業の一般

就労移行者数 
３人 

令和３年度の一般就労への

移行実績の概ね1.31倍以上 

うち就労継続支援Ａ型事業の 

一般就労移行者数 
１人 

令和３年度の一般就労への

移行実績の概ね1.29倍以上 

うち就労継続支援Ｂ型事業の 

一般就労移行者数 
１人 

令和３年度の一般就労への

移行実績の概ね1.28倍以上 

一般就労へ移行した者の割合が

５割以上の就労移行支援事業所

の割合【新規】 

66％ 

一般就労へ移行した者の割

合が５割以上の事業所を全

体の５割以上 

就労定着支援事業利用者数 １人 
令和３年度実績の1.41倍以

上 

就労定着支援事業所のうち、就

労定着率が７割以上の事業所の

割合 

25％ 
就労定着率が７割以上の事

業所を全体の２割５分以上 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

国の考え方 

令和８年度末までに、児童発達支援センターを各市町村または各圏域に少なくとも１カ所以

上設置することを基本とする。 

令和８年度末までに、各市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築するこ

とを基本とする。 

各都道府県は難聴児支援を総合的に推進するための計画を策定するとともに、令和８年度末

までに、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査か

ら療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする。【目標設定都道府

県】 

令和８年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所を各市町村に少なくとも１カ所以上確保することを基本とする。 

令和８年度末までに、各市町村または各圏域において、保健、医療、障害福祉、保育、教育

等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコ

ーディネーターを配置することを基本とする。 

市の考え方 

国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、下妻市の実績や実情を加味して設定します。 

 

■実績値 

項目 実績 

令和４年度末時点の児童発達支援センター設置数 ０箇所 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 実施 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業

所等（市町村または圏域）の設置数 
３箇所 

医療的ケア児支援について連携を図るための協議

の場の設置 
下妻市障害者自立支援協議会の継続と内
容の充実 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 無 

 

■成果指標 

項目 目標 備考 

児童発達支援センターの設置 1 箇所 
各市町村または各圏域に少

なくとも１カ所以上設置 

保育所等訪問支援を利用できる

体制の構築 
有 

保育所等訪問支援を利用で

きる体制を構築 

主に重症心身障害児を支援する

児童発達支援事業所及び放課後

等デイサービス事業所の確保 

３箇所 
各市町村に少なくとも１箇

所以上確保 

医療的ケア児支援について連携

を図るための協議の場の設置 

下妻市障害者自立支援協議

会の継続と内容の充実 

各市町村または各圏域にお

いて、保健、医療、障害福

祉、保育、教育等の関係機

関等が連携を図るための協

議の場を設ける 

医療的ケア児等に関するコーデ

ィネーターの配置 
有 

医療的ケア児等に関するコ

ーディネーターを配置 
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（６）相談支援体制の充実・強化等 

国の考え方 

令和８年度末までに、各市町村または各圏域において、総合的な相談支援、地域の相談支援

体制の強化および関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援

センターを設置することを基本とする。 

市の考え方 

総合的・専門的な相談支援体制を強化し、障害者のニーズにきめ細かく対応した支援を実施

します。 

国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、下妻市の実績や実情を加味して成果指標を設定し

ます。 

 

■実績値 

項目 実績 

基幹相談支援センターの設置 有 

 

■成果指標 

項目 目標 備考 

基幹相談支援センターの設置 有 ― 

協議会における個別事例の検討

を通じた地域サービス基盤の開

発・改善等【新規】 

実施 

協議会を通じて個別事例の

検討を実施し、地域サービ

ス基盤の開発・改善等を行

う 

 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の構築 

国の考え方 

令和８年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施

する体制を確保することを基本とする。 

市の考え方 

障害福祉サービスの質の向上を図るため、都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研

修等への参加や障害者自立支援審査支払システム等の活用を行います。 

国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、下妻市の実績や実情を加味して成果指標を設定し

ます。 

 

■成果指標 

項目 目標  備考 

サービスの質を向上させるため

の体制の構築 
実施 

都道府県等が実施する研修

等への参加や、障害者自立

支援審査支払等システム等

を活用した、利用状況の把

握・検証 



61 

 

２ 障害福祉計画・障害児福祉計画における施策の展開 

基本目標１ 相談支援の充実 

障害のある人が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある

人の多様なニーズに対応する適切な福祉サービスの利用を促進するため、相談支援業務の全

般的な充実を図ります。 

 

施策の方向１ 相談支援体制の充実 
・「障害者基幹相談支援センター（下妻市役所 1 階福祉課障害福祉係内）を核とした相談支援

の充実を図ります。 

・サービス利用者の状態や希望を勘案し、連続性と一貫性を持ったサービスが提供されるよ

う、サービス等利用計画の策定を支援します。 

 

施策の方向２ 地域生活への移⾏、定着支援の充実 

・地域生活へ移行を希望する人の計画的な移行が促進されるよう、地域移行支援のニーズを

把握し、必要な支援体制の確保を図ります。 

・地域生活へ移行した人が安心して地域での生活を継続できるよう、地域定着支援の提供体

制の充実を図ります。 

 

施策の方向３ 協議会の活性化 

・障害のある人の多様な相談業務に対して総合的な対応ができるよう、また、サービス提供

上の課題等の解決が促進されるよう、保健・医療・福祉、教育、就労、ボランティア等、

障害福祉に関連する行政及び民間団体、市民等によって構成される「下妻市障害者自立支

援協議会」の活性化を通じ、関係機関の連携強化を図ります。 
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基本目標２ 障害福祉サービスの基盤整備 

障害のある人の状態や希望に応じた障害福祉サービスを適切に提供するため、必要なサー

ビスの量の見込みを把握し、供給体制の確保を図ります。 

 

施策の方向１ 訪問系サービスの充実 
・障害のある人の居宅での生活を支援するため、訪問系サービスの充実を図ります。 

・重度の人に対し、医療機関への入院時にも一定のサービスを提供します。 

 

施策の方向２ 日中活動系サービス（日常的支援・自立訓練）の充実 
・障害のある人の施設での生活を支援するため、障害の状態等に応じた日中の生活介護や自

立訓練等の充実を図ります。 

 

施策の方向３ 日中活動系サービス（就労支援）の充実 
・障害のある人の生産活動への参加や、一般企業等での就労を促進するため、知識・能力の

向上のための訓練の充実を図ります。 

・就業に伴う生活面の課題に対応し、職場に定着できるよう、事業所・家族との連絡調整等

を支援します。 

 

施策の方向４ 居住系サービスの充実 

・施設や地域で暮らす人が夜間も安心して過ごせるよう、訪問系サービスや日中活動系サー

ビスと合わせて、主に夜間の介護サービスの充実を図ります。 

・施設入所者等の地域生活への移行を促進するため、グループホームの充実を図ります。 

・地域生活に移行した人の地域への定着を図るため、定期巡回訪問や随時訪問等による相

談・助言サービスを実施します。 
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基本目標３ 地域生活の支援 

障害のある人が地域の中で心豊かに生きがいを持って暮らしていけるよう、必須事業と任意

事業からなる地域生活支援事業等により、在宅での自立生活を支援します。 

 

施策の方向１ 地域生活支援事業の充実 
・障害のある人もない人も地域でともに暮らしていけるよう、障害への理解促進や権利の擁

護、意思疎通支援、情報提供、コミュニケーション機会の創出等に努めます。 

・障害者総合支援法に定められている相談支援や障害福祉サービスに加えて、地域の実情に

合わせた福祉サービスの充実を図ります。 

 

施策の方向２ その他の自立支援給付事業の充実 
・心身に障害のある人や児童・生徒に対し、その障害の除去・軽減を図るための医療費を支

給します。 

・障害のある人や児童・生徒の身体の欠損又は身体機能を補完する器具（補装具）の購入

費・修理費を助成します。 

 

施策の方向３ 地域生活支援拠点の整備 
・地域生活支援の機能を強化するため、①相談、②体験の機会・場の提供、③緊急時の受け

入れ・対応、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくり等の機能を集約した拠点の

整備を進めます 
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基本目標４ 地域における障害者福祉の推進 

障害のある人もない人も、同じ地域で互いに尊重し暮らしていけるよう、福祉に関わる多様

な主体の連携強化を推進するとともに、虐待防止や権利擁護などに関する周知・啓発を行い、

地域全体で障害者福祉の向上に取り組みます。 

施策の方向１ 関係機関との連携強化 
・障害のある人に対するサービス等の充実や地域生活への移行を促進するため、医療機関や

教育機関、公共職業安定所、職業リハビリテーションを行う機関等との連携を強化し、総

合的な支援に取り組みます。 

・保健・医療・福祉、教育分野等の庁内各担当課の連携を強化し、一体的なサービスの提供

に努めます。 

・障害のある人やその家族に対して、各障害福祉団体が取り組む事業等の情報提供や、団体

の事業実施上の課題等を集約し、そのサポートに努めます。 

 

施策の方向２ 虐待の防止 
・「障害者虐待防止センター」により、虐待の早期発見、発生時の対応、再発防止に取り組み

ます。 

・関係機関との連携・調整を行うなど、障害者虐待の防止を推進するとともに、高齢者虐待

や児童虐待防止に対する取り組みとも連携しながら、様々なケースの虐待防止に努めま

す。 

・障害福祉サービス事業所や使用者、養護者等、市民や団体に向けて、虐待とその防止に関

する知識の普及啓発、虐待発生時の支援に取り組みます。 

 

施策の方向３ 権利の擁護 
・知的障害、精神障害等の理由で判断能力に困難さを抱える人に対し、成年後見制度の周知

を図ります。また、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる場

合には、地域生活支援事業における成年後見制度利用支援事業を推進します。 

・地域生活支援事業における成年後見制度法人後見支援事業と合わせて、市民後見人の育

成、支援について検討し、障害者等をはじめとする権利擁護事業を推進します。 

 

施策の方向４ 差別の解消 
・障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者差別解消支援

地域協議会を設置しています。福祉課が窓口となり、障害者差別及び解消に関する知識の

普及啓発、差別の事象発生時の解消に取り組みます。 

・障害者にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物、制度、慣行、観念などの

社会的障壁の除去のための「合理的配慮」に関する知識の普及啓発に取り組みます。 

・社会的障壁を取り除き、障害者が様々な社会活動に参加できる機会が確保できるよう、ハ

ード面・ソフト面のバリアフリー化を推進するとともに、ユニバーサルデザインの視点に

立ったまちづくりを推進します。 

 

施策の方向５ 安全対策の推進 
・災害や緊急事態の発生時において、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由などの障

害がある人が、対応の遅れにより被害にあう可能性が高いと考えられるため、自主防災組

織の活用や地域住民との連携等による災害等発生時の安全確保対策の充実を図ります。 

・災害等発生時において、障害福祉サービス事業所等が福祉避難所となることも踏まえた上

で、防災対策を検討します。 

・日常生活の中での交通安全の確保や、障害のある人や高齢者が安全・快適に移動できる交

通環境の整備を促進します。 



65 

 

基本目標５ 障害のある児童の支援 

障害のある児童・生徒に必要な療育や保育・教育などの支援が身近な地域で受けることがで

き、その児童・生徒と家族が地域の中で安心して暮らすことができるよう、関係機関と連携し

ながら福祉施策の充実及び体制の整備に取り組みます。 

 

施策の方向１ 障害児相談支援の充実 
・障害児及びその家族が、ライフステージに応じた効果的な支援を受けられるよう、サービ

ス等利用計画策定の支援や情報の提供を行います。 

 

施策の方向２ 障害児通所支援事業の充実 
・障害児の障害種別や年齢等のニーズに応じた通所支援サービスが適切に受けられるよう、

通所支援サービスの質の向上と支援体制の強化に取り組みます。 

・障害児に対する重層的な支援体制構築のための中核的な機関として「児童発達支援センタ

ー」の設置を検討します。 

・これまで保育所等訪問支援を受けられなかった施設へ、支援の対象を拡充します。 

 

施策の方向３ 重度⼼⾝障害児等支援の充実 

・重度心身障害等により外出が困難な障害児に対し、居宅での発達支援が提供できるよう、

新しいサービスの導入を図ります。 

・強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、通所支援等において適切な支援

ができるよう、人材育成等による支援体制の充実を図ります。 

・医療的ケア児が心身の状態に応じた支援が身近な地域で受けられるよう、保健所、病院・

診療所、障害福祉事業所、教育機関等との協議の場の設置、コーディネーターの配置を検

討します。 
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３ 障害福祉サービス等の事業内容、量の⾒込みと確保の方策 

（１）相談支援 

サービス名 内容 

相談支援事業 

障害者や保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言

を行うとともに、障害者等の権利擁護のために必要な援助を行

います。 

計画相談支援 

相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏ま

え、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、サー

ビス等利用計画を作成します。また、支給決定後の障害福祉サ

ービス事業者との連絡調整、サービス等の利用状況の検証及び

計画の見直し（モニタリング）を行います。 

地域移行支援 

入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を必

要とする人に、地域移行に向けた支援として、住居の確保や外

出への同行支援、相談、関係機関との調整等を行います。 

地域定着支援 

入所施設や精神科病院等から退所・退院した人、家族との同居

から一人暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人等に、常

時の連絡体制を確保して、地域生活を継続していくための支援

を行います。 

 

■見込み量 

 相談支援は障害者が必要なサービスを適切に受けるため、また障害者の権利を守るために重

要な役割があります。計画相談支援が増加傾向であることから、量を見込みました。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

相談支援事業 事業所数 カ所 ４ ４ ４ 

計画相談支援 利用者数 人 318 327 336 

地域移行支援 利用者数 人 １ １ １ 

うち精神障害者

の利用見込 
利用者数 人 １ １ １ 

地域定着支援 利用者数 人 １ １ １ 

うち精神障害者

の利用見込 
利用者数 人 １ １ １ 
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（２）訪問系サービス 

サービス名 内容 

居宅介護 
入浴・排泄・食事など、在宅生活における介護サービスを行い

ます。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者及び重度の知的障害者・精神障害者であっ

て、常に介護を必要とする人に、入浴・排泄・食事等の介護、

外出時における移動支援等を総合的に行います。 

同行援護 

視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行し、移動に必

要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等を行いま

す。 

行動援護 

著しい行動障害を有する知的障害者・精神障害者であって、常

に介護を必要とする人に、危険回避のために必要な援護、移動

の援護等を行います。 

重度障害者等包括支援 

常に介護を必要とする障害者であって、その必要度が著しく高

い人に、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供しま

す。 

 

■見込み量（月あたり） 

 居宅介護、重度訪問介護の利用実績は増加傾向にあることから、今後も利用は増加するもの

として、量を見込みました。同行援護、行動援護は実績がありませんでしたが、将来の需要を

踏まえて量を見込んでいます。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 

延利用 

時間 
時間 400 414 428 

利用者数 人 28 29 30 

重度訪問介護 

延利用 

時間 
時間 672 672 896 

利用者数 人 3 3 ４ 

同行援護 

延利用 

時間 
時間 22 22 22 

利用者数 人 １ １ １ 

行動援護 

延利用 

時間 
時間 22 22 22 

利用者数 人 １ １ １ 

重度障害者等包括

支援 

延利用 

時間 
時間 ０ ０ ０ 

利用者数 人 ０ ０ ０ 
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（３）日中活動系サービス（日常的支援・自立訓練） 

サービス名 内容 

生活介護 
常に介護を必要とする障害者に、主に日中に障害福祉サービスと

して行われる入浴・排泄・食事等の介護を行うとともに、創作的

活動・生産活動等の機会を提供します。 

療養介護 

医療を必要とする障害者であって、常に介護を必要とする人に、

病院等の施設で行われる機能訓練、必要な医療、療養上の管理、

看護、医学的な管理下における介護等を行います。 

短期入所（ショートステ

イ） 

居宅で介護を行う人が疾病等の場合に、短期間、施設等で必要な

介護等を行います。 

自立訓練（機能訓練） 
自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、身体

機能向上のために必要な訓練等を行います。 

自立訓練（生活訓練） 
自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、生活

能力の向上のために必要な訓練等を行います。 
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■見込み量（月あたり） 

  

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活介護 

延利用 

日数 
人日 2,541 2,682 2,823 

利用者数 人 126 133 140 

うち重度障害者

の利用見込 

延利用 

日数 
人日 201 201 201 

利用者数 人 10 10 10 

療養介護 利用者数 人 9 10 11 

短期入所（福祉

型） 

延利用 

日数 
人日 108 147 193 

利用者数 人 14 19 25 

うち重度障害者

の利用見込 

延利用 

日数 
人日 ８ ８ ８ 

利用者数 人 １ １ １ 

短期入所（医療

型） 

延利用 

日数 
人日 33 33 33 

利用者数 人 ３ ３ ３ 

うち重度障害者

の利用見込 

延利用 

日数 
人日 11 11 11 

利用者数 人 １ １ １ 

自立訓練 

（機能訓練） 

延利用 

日数 
人日 20 20 20 

利用者数 人 2 2 2 

自立訓練 

（生活訓練） 

延利用 

日数 
人日 110 110 110 

利用者数 人 6 6 6 

 うち精神障害者

の利用見込 

延利用 

日数 
人日 18 18 18 

利用者数 人 １ １ １ 

※重度障害者については、強度行動障害や高次脳機能障害、医療的ケアを必要とする方などを

対象としています。 
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（４）日中活動系サービス（就労支援） 

サービス名 内容 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、生産活動等を通じ就労に

必要な知識及び能力の向上のための訓練を行います。 

就労選択支援【新規】 

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよ

う、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択支援を行いま

す。 

就労継続支援（Ａ型） 

通常の事業所で雇用されることが困難な障害者を雇用し、生産

活動等を通じて、その知識・能力の向上のために必要な訓練を

行います。 

就労継続支援（Ｂ型） 

雇用には至らないが、雇用に向け、より実践的な訓練を必要と

する人、再度雇用の場に戻ることを希望する人に対し就労機会

を提供するとともに、その知識・能力の向上のために必要な訓

練を行います。 

就労定着支援 
就職した障害のある人に、就労が続くよう生活面での課題を解

決するため、事業所や家族との連絡調整や支援を行います。 

 

■見込み量（月あたり） 

 障害者の社会参加の促進により、就労に対するニーズが高まっていくことが予想されること

から、一定のニーズを見込んでいます。就労移行支援の実績が令和４年度で減少傾向にありま

すが、令和３年度以前の利用実績を考慮し、量を見込んでいます。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

就労移行支援 

延利用 

日数 
人日 168 187 205 

利用者数 人 9 10 11 

就労選択支援 

【新規】 

延利用 

日数 
人日  1,169 2,463 

利用者数 人  65 136 

就労継続支援 

（Ａ型） 

延利用 

日数 
人日 381 435 489 

利用者数 人 21 24 27 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

延利用 

日数 
人日 2,210 2,337 2,463 

利用者数 人 122 129 136 

就労定着支援 利用者数 人 １ １ １ 
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（５）居住系サービス 

サービス名 内容 

施設入所支援 
障害者支援施設等に入所する障害者に、夜間や休日における入

浴・排泄・食事等の介護を行います。 

共同生活援助 
共同生活を営む住居において、入浴・排泄・食事等の介護、相

談その他日常生活の援助を行います。 

自立生活援助 

施設等に入所していた障害者が一人暮らしを始めた際に、定期

巡回訪問や随時訪問等による相談・助言、連絡調整等を行いま

す。 

 

■見込み量（月あたり） 

 障害者本人や介護者の高齢化により、今後の施設利用のニーズは高まることが予想される

ことから、量を見込みました。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設入所支援 利用者数 人 54 54 54 

共同生活援助 利用者数 人 87 94 102 

うち、精神障害

者の利用見込 
利用者数 人 １ １ １ 

うち、重度障害

者の利用見込 
利用者数 人 １ １ １ 

自立生活援助 利用者数 人 ０ ０ １ 
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（６）地域生活支援事業 

①必須事業 

サービス名 内容 

理解促進研修・啓発事業 
地域の住民に対して、障害のある人に対する理解を深めるため

の研修や啓発等を行います。 

自発的活動支援事業 
障害者等やその家族、地域住民等が地域において自発的に行う

活動を支援します。 

相談支援事業 

障害者や保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言

を行うとともに、障害者等の権利擁護のために必要な援助を行

います。 

成年後見制度利用支援事業 

認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分である一定

の要件に該当する人に対し、成年後見制度の利用を支援するた

めの費用を助成します。 

成年後見制度法人後見支援

事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる

法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用

も含めた法人後見の活動を支援します。 

意思疎通支援事業（手話通

訳者・要約筆記者派遣事

業） 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通

を図ることに支障のある人を支援するために、手話通訳や要約

筆記等を行う人の派遣等を行います。 

日常生活用具給付等事業 

障害者等の円滑な日常生活に資する自立生活支援用具等の給付

や重要な情報入手手段である点字図書の購入費用の給付、重度

の障害者の家庭生活を送りやすくするための住宅改修工事費の

給付等を行います。 

手話奉仕員養成研修事業 
手話表現技術を習得するための研修により、聴覚障害者等との

交流等を支援する手話奉仕員を養成します。 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障害者が、社会生活上必要な外出や社会

参加のために外出する際の移動を支援します。 

地域活動支援センター機能

強化事業 

医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地

域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進のための普及

啓発等を行います。 

 

 

 

  



73 

 

■見込み量（月あたり） 

 実績の有無に係る事業については、相談支援事業の住宅入居等支援事業のみ実績がありませ

んでしたが、令和 8年度までに実施を見込みます。 

第６期計画期間の利用実績では、排泄管理支援用具、移動支援事業の利用実績が増加傾向に

あることから、今後も利用は増加するものとして、量を見込みました。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理解促進研修・啓

発事業 
実績有無 有無 有 有 有 

自発的活動支援事

業 
実績有無 有無 有 有 有 

障害者相談支援事

業（基幹相談支援

センター） 

事業所数 カ所 1 1 1 

設置有無 有無 有 有 有 

相談支援機能強化

事業 
実績有無 有無 有 有 有 

住宅入居等支援事

業 
実績有無 有無 無 無 有 

成年後見制度利用

支援事業 
利用者数 人 ３ ３ ３ 

成年後見制度法人

後見支援事業 
実績有無 有無 有 有 有 

手話通訳者・要約

筆記者派遣事業 
利用件数 件 25 30 35 

手話通訳者設置事

業 
設置者数 カ所 ０ ０ ０ 

介護・訓練支援用

具 
利用件数 件 ４ ４ ４ 

自立生活支援用具 利用件数 件 ７ ７ ７ 

在宅療養等支援用

具 
利用件数 件 ４ ４ ４ 

情報・意思疎通支

援用具 
利用件数 件 ２ ２ ２ 

排泄管理支援用具 利用件数 件 1,293 1,433 1,588 

住宅改修費 利用件数 件 ２ ２ ２ 

手話奉仕員養成研

修事業 

研修 

修了者 
人 ８ ８ ８ 

移動支援事業（個

別支援事業） 

延利用 

日数 
人日 324 401 496 

利用者数 人 17 21 26 

地域活動支援セン

ター機能強化事業 
実績有無 有無 有 有 有 
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②任意事業 

サービス名 内容 

日中一時支援 
障害者等の家族の就労支援及び一時的な介護負担の軽減を図る

ために、障害者等の日中の活動の場を提供します。 

訪問入浴サービス 
入浴に介助を必要とする在宅の人の居宅を訪問し、浴槽を提供

し入浴の介護及び身体の清拭を行います。 

自動車運転免許取得・改造

費補助事業 

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に必要な費用の一部を

助成します。 

 

■見込み量（月あたり） 

 日中一時支援の利用実績については、第６期計画期間で減少傾向となっていますが、家族等

の介護負担軽減を促進するため、一定のニーズを見込んでいます。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

日中一時支援 利用者数 人 38 39 40 

訪問入浴サービス 利用者数 人 ５ ６ ７ 

自動車運転免許取

得・改造費補助事

業 

利用者数 人 １ １ １ 

 

 

③地域生活支援促進事業 

サービス名 内容 

障害者虐待防止対策支援事

業 

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切

な支援を行うため、関係機関や地域住民等の協力体制の整備、

支援体制の強化を図ります。 

 

■見込み量（月あたり） 

 障害者への虐待防止に向けて、引き続き関係機関や地域住民等と連携し、協力体制の整備や

支援体制の強化に努めます。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害者虐待防止対

策支援事業 
実績有無 有無 有 有 有 
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④その他の自立支援給付事業 

サービス名 内容 

自立支援医療費 

障害の除去、または軽減のために、身体障害のある人に更生医

療、身体障害のある児童に育成医療、精神障害のある人に精神

通院医療を給付します。 

補装具費 

身体障害者手帳所持者に対し、失われた部分や障害のある部分

の機能を補うための器具の購入費・修理費の全部または一部を

助成します。 

 

■見込み量（月あたり） 

 自立支援医療精神通院医療の実績が第６期計画期間で増加傾向にあります。今後も精神障害

者の増加が予想されることから、一定のニーズを見込んでいます。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立支援医療 

更生医療 
利用者数 人 10 10 10 

自立支援医療 

育成医療 
利用者数 人 6 ６ ６ 

自立支援医療 

精神通院医療 
利用者数 人 633 652 671 

補装具費 利用者数 人 55 55 55 
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（７）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

①保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 

■見込み量 

第６期計画期間の開催実績を基に毎年度２回の開催を見込んでいますが、必要に応じ適宜開

催するものとします。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健、医療及び福

祉関係者による協

議の場の開催回数 

年間開催

回数 
回 ２ ２ ２ 

 

②保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者ごとの参加者数 

■見込み量 

第６期計画期間の参加者数を基に、毎年度 20人程度の参加を見込んでいます。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健、医療及び福

祉関係者による協

議の場への関係者

ごとの参加者数 

参加者数 人 20 20 20 
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（８）発達障害者等に対する支援 

①ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者

（保護者）数 

■見込み量 

 令和２年以降のコロナ禍の影響で、第６期計画期間の受講者が大きく減少しましたが、今後

は一定のニーズがあることを想定し、令和元年度以前の受講者数を基に量を見込んでいます。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

支援プログラム等

の受講者（保護

者）数 

受講者数 人 65 67 69 

 

 

②ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施者

（支援者）数 

■見込み量 

第６期計画期間の支援者数を基に、毎年度 60人程度の実施を見込んでいます。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

支援プログラム等

の実施者（支援

者）数 

支援者数 人 60 62 64 
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（９）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

①県が実施する障害福祉サービス等に係る研修の参加や県が市職員に対して実施す

る研修の参加人数 

■見込み量 

 第６期計画期間の参加者数を基に、毎年度 10人程度の参加を見込んでいます。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

市職員の研修への

参加人数 
参加者数 人 10 10 10 

 

②障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、

事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びそれに基づく実施回数 

■見込み量 

 障害福祉サービス等の質の向上を図るため、障害者自立支援審査支払等システムによる審査

結果の分析等を行います。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害者自立支援審

査支払等システム

による審査結果共

有体制の構築 

体制の 

有無 
有無 有 有 有 

障害者自立支援審

査支払等システム

による審査結果共

有体制の構築実施

回数 

実施回数 
回／

年 
１ １ １ 
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４ 障害児福祉サービス等の事業内容、量の⾒込みと確保の方策 

（１）障害児相談支援 

サービス名 内容 

障害児相談支援 

相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏ま

え、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、通所

サービスの利用計画を作成します。また、支給決定後の障害福

祉サービス事業者との連絡調整、サービス等の利用状況の検証

及び計画の見直し（モニタリング）を行います。 

 

■見込み量 

 市内の特別支援学級に通う児童・生徒数が増加傾向にあり、また障害児の早期発見・早期療

育が推進されていることから、今後も利用数は増加するものとして量を見込みました。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害児相談支援 利用者数 人 121 139 160 
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（２）障害児通所支援 

サービス名 内容 

児童発達支援 

未就学の障害児とその家族に対し、日常生活における基本的な

動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援

を行います。 

放課後等デイサービス 

就学している障害児に対し、放課後や夏休み等において、生活

能力の向上のための訓練、社会との交流促進等の支援を行いま

す。 

保育所等訪問支援 

児童が集団生活を営む施設を訪問し、障害のない児童との集団

生活への適応のための訓練、施設スタッフへの指導等の支援を

行います。 

医療型児童発達支援 

肢体不自由のある障害児に、機能訓練や治療、日常生活におけ

る基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓

練等の支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 

重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問し、

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支

援を行います。 

 

■見込み量 

 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援は、第２期計画の実績値を踏まえ

て量を見込みました。医療型児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援については、市内に事業

所がない状況です。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 

延利用 

者数 
人日 248 284 330 

利用者数 人 27 31 36 

放課後等デイサー

ビス 

延利用 

者数 
人日 1,491 1,714 1,967 

利用者数 人 94 108 124 

保育所等訪問支援 

延利用 

者数 
人日 1 1 1 

利用者数 人 1 1 1 

医療型児童発達支

援 

延利用 

者数 
人日 0 0 0 

利用者数 人 0 0 0 

居宅訪問型児童発

達支援 

延利用 

者数 
人日 0 0 0 

利用者数 人 0 0 0 
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（３）その他の事業 

サービス名 内容 

小児慢性特定疾患児日常生

活用具給付事業 

小児慢性特定疾患児の日常生活の便宜を図るため、特殊寝台や

歩行支援用具、入浴補助用具等の日常生活用具を給付します。 

軽度・中等度難聴児補聴器

購入支援事業 

軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の

向上を促進するため、補聴器購入費等を助成します。 

 

■見込み量 

 今後の需要を踏まえ、一定のニーズを見込んでいます。 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

小児慢性特定疾患

児日常生活用具給

付事業 

利用件数 件 １ １ １ 

軽度・中等度難聴

児補聴器購入支援

事業 

利用件数 件 １ １ １ 

  



82 

 

第６章 計画の推進に向けて 

１ 関連機関・団体等の連携・協力の推進 

（１）庁内連携 

本計画は、福祉、保健医療、教育、雇用、生活環境、まちづくりなど、多岐の分野にわたる

ため、施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、関連する庁内部課等の相互の連携強化に努

めます。 

（２）障害福祉圏域・国・県機関等との連携 

広域的に行う福祉サービス基盤の整備や、高い専門性が求められる事業等については、筑

西・下妻障害福祉圏域内市町（下妻市・筑西市・結城市・桜川市・八千代町）をはじめ、近隣

自治体との連携、ハローワーク、児童相談所、保健所など国・県機関等との連携を推進します。 

（３）市内にある団体等との連携・協力 

本市の福祉行政と密接な関係にある下妻市社会福祉協議会をはじめ、障害のある人に関わる

団体や事業所、民生委員児童委員協議会、ボランティア団体などとの連携を推進します。 
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２ 計画の推進体制 

（１）推進体制の強化 

本計画を計画的に推進するためには、行政をはじめ保健・医療・福祉、教育、就労、ボラン

ティア団体、そして市民の方々が、それぞれの立場に応じて役割分担と連携していくことが重

要です。 

各施策の実施状況等については、「下妻市障害者自立支援協議会」を開催し、計画の進捗管理

を行うとともに、社会情勢や制度改正等の変化に応じて、計画期間の途中でも必要があれば取

組みの内容について、柔軟に検討していきます。 

 

（２）進捗状況の評価・見直し 

本計画の実施状況については、障害者本人や障害者団体、障害福祉サービス事業所等からの

意見を参考にしながら、事業内容やサービス見込量の達成状況、地域生活への移行状況等につ

いてＰＤＣＡサイクルによる点検・評価を継続的に行うとともに、必要に応じて内容の見直し

を行います。 

 

 

  

計画 

Plan 

改善 

Act 

見直し/評価 

Check  

取組内容や 

  施策の改善 

 実施 

Do 

（Do） 
計画に基づく 

   取組の実施 

取組状況のチェック 

 指標の達成状況の評価 

指標や取組内容決定 
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資料編 

１ 計画策定の経過 

実 施 時 期 内 容 

令和５年 

８月３１日（木） 
第１回下妻市障害者計画策定委員会 

令和５年 

９月 28日～10 月 12日 
障害者手帳所持者アンケート調査、市民アンケート調査の実施 

令和５年 

12 月１日～12月 11日 
団体ヒアリング、事業所ヒアリングの実施 

令和５年 

12 月 18日 
第１回下妻市障害者計画策定ワーキングチーム会議 

令和６年 

１月 11日 
第２回下妻市障害者計画策定委員会 

令和６年 

１月 22日～２月 20 日 
パブリックコメント実施 

令和６年 

●月●日 
第３回下妻市障害者計画策定委員会 
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２ 下妻市障害者計画策定委員会設置要綱 

 

※調整中 
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３ 下妻市障害者計画策定委員会委員名簿 

 選 出 区 分 役   職   等 氏  名 

1 

福祉関係団体代表 

下妻市身体障害者福祉協会会長 服部 佳子 

2 下妻市心身障害児者父母の会会長 川面 圭司 

3 下妻地方家族会理事 内山 智子 

4 学識経験者 下妻市家庭児童相談室家庭相談員 島田 和夫 

5 

関係行政代表 

茨城県筑西保健所 榎戸  翠 

6 筑西児童相談所 中島 雅 

7 筑西公共職業安定所下妻出張所 川口 浩平 

8 茨城県立下妻特別支援学校 中山 淑子 

9 下妻市教育委員会指導課 川股 孝行 

10 障害者及びその家族 日本ポーテージ協会茨城県支部会長 谷島 邦雄 

11 

市長が必要と認める

もの 

株式会社ほーむけあいしやま 

障がい相談支援事業所「藍藍」 
土田 恵理 

12 
社会福祉法人みどり会 

「マルニカレッジ」 
神田 英之 

13 
株式会社鬼怒川レジン 

相談支援事業所きぬ 
小泉 龍二 

14 
下妻市心身障害者福祉センター 

ひばりのセンター長 
沼田 亨 

15 特定非営利活動法人「夢工房おおぞら」 武笠 恵美子 

16 
あやとりハウス下妻 

代表 
小橋 栄次 

17 下妻市社会福祉協議会 塙 二郎 

18 訪問看護ステーションしもつま 柳橋 みどり 

※敬称略 
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第４期下妻市障害者計画 

第７期下妻市障害福祉計画 

第３期下妻市障害児福祉計画 

 

発行日 令和６年３月 

発行 下妻市 

〒304-8501茨城県下妻市本城町3-13 

電話 0296-43-2111（代表） 
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